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町からのお知らせ

」

感
じ
ま
し
た
。　

　
私
の
政
治
理
念
は
『
ま
ち
づ
く

り
は
ひ
と
づ
く
り
』
で
す
。
地
域

社
会
の
持
続
的
な
発
展
に
は
、
地

域
に
住
む
人
々
が
ま
ち
づ
く
り
に

参
加
し
、
と
も
に
成
長
を
遂
げ
、

新
し
い
価
値
や
概
念
を
生
み
出
す

創
造
が
必
要
で
す
。
ヒ
ト
や
モ
ノ

な
ど
資
源
が
限
ら
れ
る
な
か
、
行

政
だ
け
で
ま
ち
づ
く
り
は
で
き
ま

せ
ん
。
町
民
の
皆
さ
ま
も
一
緒
に

な
っ
て
、
よ
り
良
い
酒
々
井
の
未

来
を
築
き
上
げ
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。

〇
健
康
づ
く
り
の
推
進

　
検
診
は
、
症
状
が
現
れ
る
前
に

病
気
を
発
見
す
る
手
段
で
あ
り
、

特
に
が
ん
や
心
血
管
疾
患
は
早
期

に
発
見
す
る
こ
と
で
治
療
の
成
功

率
が
高
ま
り
ま
す
。
各
種
検
診
の

充
実
を
図
り
ま
す
。

〇
町
独
自
の
子
育
て
支
援
事
業

　
結
婚
・
妊
娠
・
出
産
期
に
「
伴

走
型
支
援
」
や
「
産
後
ケ
ア
事
業

な
ど
、
一
人
ひ
と
り
に
寄
り
添
っ

た
支
援
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
町
独
自
の
施
策
と
し
て

「
マ
マ
・
パ
パ
歯
科
検
診
」
を
実

施
し
ま
す
。

　
令
和
８
年
第
２
回
町
議
会
定
例

会
が
、
３
月
３
日
に
開
会
し
、
議

会
初
日
に
町
長
が
令
和
８
年
度
の

町
政
運
営
の
基
本
姿
勢
を
示
す
施

政
方
針
演
説
を
行
い
ま
し
た
。
そ

の
要
旨
を
紹
介
し
ま
す
。

　
私
は
、
令
和
７
年
12
月
に
第
48

代
酒
々
井
町
長
に
就
任
し
て
か
ら
、

多
く
の
町
民
の
皆
さ
ま
と
直
接
意

見
交
換
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の

結
果
、
日
頃
か
ら
町
に
対
し
深
い

愛
情
を
持
ち
、
町
の
未
来
に
つ
い

て
真
剣
に
考
え
て
い
る
町
民
の
方

が
た
く
さ
ん
い
る
こ
と
を
改
め
て

ま
ち
づ
く
り
の
目
標

令
和
８
年
度
の
主
要
施
策

」

〇
小
学
校
水
泳
指
導
を
民
間
委
託

　
酒
々
井
小
学
校
に
加
え
、
大
室

台
小
学
校
も
水
泳
指
導
の
民
間
委

託
を
開
始
し
、
専
門
的
な
指
導
に

よ
り
児
童
の
泳
力
・
体
力
の
向
上

を
さ
ら
に
図
っ
て
い
き
ま
す
。

〇
学
校
給
食
費
の
支
援

　
小
学
生
は
国
・
県
の
新
た
な
補

助
制
度
を
一
部
活
用
し
て
無
償
化

を
実
施
し
ま
す
。
中
学
生
は
国
の

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
地
方
創

生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
て
無
償

化
を
実
施
し
、
子
育
て
世
帯
の
負

担
軽
減
を
推
進
し
ま
す
。

　
〇
犯
罪
抑
止
力
の
強
化

　
町
内
へ
の
防
犯
カ
メ
ラ
設
置
の

拡
充
を
進
め
る
ほ
か
、
町
内
金
融

機
関
と
協
力
し
て
さ
ら
な
る
防
犯

対
策
に
取
り
組
み
ま
す
。
児
童
生

徒
の
防
犯
対
策
を
強
化
す
る
た
め

「
子
ど
も
一
一
〇
番
の
家
」
の
活

性
化
を
図
り
ま
す
。

〇
交
通
安
全
対
策
の
推
進

　
犯
罪
の
抑
止
策
に
も
つ
な
が
る
、

登
下
校
の
「
な
が
ら
見
守
り
活
動

の
さ
ら
な
る
充
実
を
図
る
ほ
か
、

通
学
路
の
定
義
を
改
め
て
確
認
し

た
う
え
で
通
学
路
の
安
全
点
検
を

実
施
し
ま
す
。

❹　
環
境
共
生　

〇
総
合
公
園
の
抜
本
的
見
直
し

　
町
民
の
憩
い
の
場
で
あ
る
総
合

公
園
の
抜
本
的
な
見
直
し
を
進
め
、

家
族
で
一
日
楽
し
め
る
公
園
と
な

る
よ
う
、
ア
ス
レ
チ
ッ
ク
施
設
や

ド
ッ
グ
ラ
ン
の
整
備
な
ど
、
官
民

連
携
手
法
の
導
入
を
含
め
て
多
角

的
・
多
面
的
な
視
点
か
ら
調
査
・

研
究
し
て
い
き
ま
す
。

〇
馬
橋
川
沿
岸
盛
土
対
策

　
崩
落
に
よ
り
開
渠
部
分
の
河
川

の
流
水
が
阻
害
さ
れ
る
こ
と
を
防

ぐ
た
め
、
土
砂
の
撤
去
な
ど
の
対

策
工
事
を
行
い
ま
す
。

　
〇
適
正
な
土
地
利
用
の
推
進

　
酒
々
井
IC
周
辺
地
域
の
有
効
活

用
に
つ
い
て
県
と
の
連
携
を
強
化

し
さ
ら
な
る
推
進
を
図
り
ま
す
。

　
ま
た
、
京
成
宗
吾
参
道
駅
周
辺

地
域
・
ち
び
っ
こ
天
国
跡
地
利
用

な
ど
、
土
地
の
有
効
活
用
に
つ
い

て
検
討
し
ま
す
。

〇
道
路
整
備
の
促
進

　
国
道
51
号
の
未
改
良
区
間
の
整

備
、
国
道
２
９
６
号
の
交
差
点
改

良
お
よ
び
県
道
宗
吾
酒
々
井
線
・

成
東
酒
々
井
線
・
富
里
酒
々
井
線

の
整
備
に
関
す
る
要
望
活
動
を
積

極
的
に
進
め
ま
す
。

　
〇
企
業
誘
致
の
促
進

　
酒
々
井
IC
周
辺
の
土
地
利
用
の

促
進
と
新
規
事
業
者
の
誘
致
活
動

を
積
極
的
に
進
め
ま
す
。
墨
工
業

団
地
内
の
未
利
用
地
の
解
消
に
向

け
て
取
組
を
進
め
ま
す
。

〇
地
元
中
小
企
業
の
支
援

　
事
業
者
が
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
端
末
を
導
入
す
る
際
に
補
助
金

を
交
付
し
、
経
営
の
安
定
と
産
業

の
振
興
を
図
る
ほ
か
、
地
元
の
商

工
業
品
を
使
用
し
た
商
品
の
Ｐ

Ｒ
・
広
報
を
充
実
さ
せ
ま
す
。

　
〇
後
期
基
本
計
画
の
策
定

　
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
の
実

現
を
目
指
し
て
「
第
６
次
総
合
計

画
・
後
期
基
本
計
画
」
を
策
定
し

ま
す
。

〇
組
織
改
正
と
職
員
の
確
保

　
政
策
実
現
に
向
け
た
体
制
を
整

備
す
る
た
め
行
政
組
織
の
見
直

し
・
改
正
を
行
う
ほ
か
、
職
員
数

の
適
正
化
と
デ
ジ
タ
ル
人
材
も
含

め
多
様
な
人
材
確
保
の
た
め
の
調

査
・
研
究
を
進
め
ま
す
。
併
せ
て

職
員
の
働
き
方
改
革
に
つ
い
て
も

推
進
し
て
い
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
総
務
課
秘
書
広
報

室
☎

２
０
４

 

❶ 

健
康
・
福
祉
・
子
育
て

 

❷ 

教
育
・
文
化

 

❸ 

生
活
安
全

 

❹ 

環
境
共
生

 

❻ 

産
業
・
経
済

 

❼ 

地
域
生
活
・
行
財
政

 

❺ 

都
市
基
盤

令和８年 令和８年 
町長施政方針町長施政方針
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桜
の
花
が
次
々
と
咲
き
誇

り
、
春
ら
ん
ま
ん
の
心
地
よ
い

季
節
と
な
り
ま
し
た
。
町
民
の

皆
さ
ま
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、

希
望
に
満
ち
た
新
年
度
を
健
や

か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。

　

４
月
は
進
学
や
就
職
な
ど
、

新
し
い
生
活
が
始
ま
る
門
出
の

季
節
で
す
。
皆
さ
ま
も
身
の
周

り
の
変
化
や
引
き
継
ぎ
な
ど

で
、
忙
し
い
毎
日
を
お
過
ご
し

の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
町
に
お

き
ま
し
て
も
、
３
月
議
会
で
承

認
い
た
だ
い
た
新
年
度
予
算
を

も
と
に
、
気
持
ち
を
新
た
に
新

し
い
体
制
で
の
歩
み
を
ス
タ
ー

ト
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
す
。

　
環
境
の
変
化
が
大
き
い
時
期

で
は
あ
り
ま
す
が
、
フ
レ
ッ

シ
ュ
な
草
木
の
芽
吹
き
の
よ
う

に
、
皆
さ
ま
の
暮
ら
し
が
未
来

に
向
か
っ
て
着
実
に
実
り
あ
る

も
の
と
な
り
ま
す
よ
う
、
職
員

一
同
、
よ
り
一
層
の
サ
ー
ビ
ス

向
上
に
真
心
を
込
め
て
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
本
年
度
も
変
わ
ら
ぬ
ご
支
援

と
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　
　
　
　
コ
ラ
ム

 

ま
な
ぶ
通
信

　
町
有
バ
ス
は
、
平
成
15
年
か
ら

現
行
の
車
両
で
運
行
を
行
っ
て
お

り
、
22
年
が
経
過
し
、
車
両
の
経

年
劣
化
が
進
ん
で
き
た
こ
と
か
ら
、

町
で
は
今
後
の
あ
り
方
を
検
討
し

て
お
り
ま
し
た
。

　
令
和
８
年
度
以
降
は
、
利
用
者

の
安
全
基
準
が
よ
り
一
層
高
ま
る

民
間
の
一
般
貸
切
旅
客
運
送
事
業

者
の
バ
ス
を
利
用
し
、
町
民
サ
ー

ビ
ス
を
継
続
し
て
い
き
ま
す
の
で
、

ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

問
い
合
わ
せ　
企
画
財
政
課
管
財

班
☎
（
３
８
２
）
２
３
３
５

企画
財政

町
有
バ
ス
を
廃
止

　
４
月
１
日
よ
り
広
報
お
よ
び
広

聴
に
関
す
る
業
務
を
企
画
財
政
課

お
よ
び
税
務
住
民
課
か
ら
総
務
課

秘
書
広
報
室
へ
変
更
し
ま
す
。

　
な
お
、
統
計
業
務
に
つ
い
て
は
、

企
画
財
政
課
企
画
・
地
方
創
生
推

進
室
で
行
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
総
務
課
総
務
班
☎

（
３
８
２
）
２
３
３
２

　
軽
自
動
車
税
（
環
境
性
能
割
）

は
令
和
元
年
10
月
か
ら
軽
自
動
車

の
購
入
時
に
課
税
し
て
い
ま
し
た

が
、
令
和
８
年
度
税
制
改
正
に
伴

い
、
３
月
31
日
で
廃
止
し
ま
し
た
。

問
い
合
わ
せ　
税
務
住
民
課
住
民

税
班
☎
（
４
９
６
）
１
１
７
２

総務

町
の
組
織
が

一部
変
更

　
町
で
は
、
住
民
の
皆
さ
ん
が
自

転
車
の
交
通
事
故
を
防
ぎ
、
安
全

に
利
用
で
き
る
よ
う
に
、
自
転
車

の
基
本
的
な
交
通
ル
ー
ル
や
通
行

方
法
な
ど
に
つ
い
て
分
か
り
や
す

く
解
説
し
た
自
転
車
ル
ー
ル
ブ
ッ

ク
を
作
成
し
ま
し
た
。

　
自
転
車
を
安
全
に
利
用
し
て
い

た
だ
く
た
め
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
く
ら
し
安
全
協
働

課
危
機
管
理
室
☎
（
４
９
６
）
１

１
６
４

安全
協働
「
酒
々
井
町
自
転
車
ル

ー
ル
ブ
ッ
ク
」を
作
成

　保育所などに在籍していない生後６カ月から満３歳未満のお子さ
んを対象に、月利用10時間を上限に、時間単位でお預かりする制
度です。
　利用を希望する方は、「乳児等支援給付（こども誰でも通園制
度）認定申請書」と「問診票」をこども課へ提出してください。
※申請書などは、こども課、子育て支援センターあいあい、町ホー
ムページから取得できます。
実施会場　子育て支援センターあいあい
利用料金　１時間３００円
申請・問い合わせ　こども課子育て支援班☎（３８２）２３４４

こども誰でも通園制度利用案内こども

町
長

酒
々
井
町
長

税務
住民

軽
自
動
車
税（
環
境

性
能
割
）の
廃
止

https://www.town.
shisui.chiba.jp/docs/
2026022000024/



　町の学校給食は、令和７年９月１日から富里市に事務委託し、
富里市学校給食センター（愛称「すいすいキッチン」）で調理
され、町内の小・中学校３校に配送しています。児童生徒・保
護者・学校関係者の皆さまのご理解、ご協力により順調に「す
いすいキッチン」の共同利用が進んでいることに改めてお礼を
申し上げます。
　学校給食は、令和８年度において、公立小学生に対する国・
県の補助制度がスタートします。また、町独自の事業として、
国の交付金（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金）を活用して中学生の給食費を無償化します。
　いずれも、物価高騰の影響を受ける子育て世帯の負担軽減を目的に実施するものです。ここでは、国・県の
補助制度の概要、中学生無償化の考え方、さらに賄材料費（食材費）と給食費の関係についてお知らせします。
小学生の全額無償化
　給食費の無償化は、公立小学校の児童を対象に、全国一律で児童一人当たり月額５，２００円（基準額）の
補助を市町村が受けます。財源は、国・県がそれぞれ２分の１を負担します。国・県による支援額の算出は、
令和８年５月１日時点の給食実施校の在籍児童数（約700人）×基準額×11カ月としています。試算では、
歳入３，９６９万９千円と見込んでいます。
中学生の全額無償化
　令和７年度に実施した半額無償化に続き、令和８年度は国交付金を活用して全額無償化を実施します。部活
動の実施や進学を控え、負担の多い中学生の生徒を育てる世帯の負担軽減を考慮したものです。町当初予算に
おいては、歳入２，３４７万９千円を計上しています。
賄材料費（食材費）と給食費の関係
　学校給食に関する費用として、賄材料費は保護者が負担し、提供に要する費用（調理・配送など）は、町が
負担する原則があります。町では、その原則を踏まえつつ、平成２９年度から第３子以降の児童生徒の給食費
を免除してきたほか、賄材料費のうち、地元産米の購入に係る費用や地元産の野菜などの使用に係る費用は町
負担とするなど、子育て世帯の負担軽減や郷土愛を育む食育の推進を図ってきました。
物価高騰の影響と給食費
　現在、町の給食費は小学生月額４，５００円、中学生月額５，２００円です。町は、保護者の負担軽減を目
的に値上げを実施していません。しかし賄材料費は、物価高騰の影響を受け年々上昇しています。実際の一食
当たりの費用に月あたりの平均給食回数（１７.６回）を乗じた額は〈表〉のとおりです。

※町負担額合計として、年額約2,130万円不足する計算となっています。
　令和８年度、小学生分として国・県から一人月額５，２００円の補助を受けるとし
ても、町は一人当たり不足している月額約１，４００円を負担し、その額は年間で約
１，１００万円となります。町は、給食費の無償化は本来、国がその財源と責任にお
いて実施すべきものと考え、国による交付金などで給食費の抑制に使用できる推奨メ
ニューがある場合は、積極的に活用してきました。今後も、その考えに変わりはあり
ませんが、物価高騰が続く中、将来を担う児童生徒の安全・安心な給食の提供を確保
し、郷土の食材を使用した食育を維持していくために、今後の給食費に関する検討を
引き続き進めていきますので、ご理解、ご協力をお願いします。
問い合わせ　学校教育課学校教育班☎（３８２）２３４５

4

町からのお知らせ

小・中学生の給食費を実質無償化学校
教育

月額費用 給食費 実際に必要な賄材料費 不足する額 町負担額（年間）

小学生 4,500円 6,617円 1,417円 約1,100万円（1,417円×約700人×11カ月）

中学生 5,200円 7,536円 2,336円 約1,030万円（2,336円×約400人×11カ月）

＜表＞給食費と賄材料費の状況
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税務
住民 国民健康保険税の税率・課税限度額の改正

育てを社会全体で応援する仕組みです。支援金は国保加
入者だけでなく、後期高齢者医療保険や社会保険加入者
も負担するものです。なお、18歳未満の被保険者は均
等割が10割軽減になります。税率については、〈表１〉
のとおりです。
保険税率・課税限度額の改正
　国保事業の一人当たりの医療費は、医療の高度化や高
齢化の進展などによって増加傾向にあります。国保特別
会計の赤字を防ぐために令和７年度より県から示された
標準保険税率に合わせて税率を改正しています。
　町国保運営協議会で保険税率の改正について慎重な審
議が行われ、令和８年度の保険税は〈表２〉のとおりと
なりました。
　また、国保税の年間上限額を定める課税限度額は、国
の政令改正に基づいて１０６万円から１１３万円（子ど
も・子育て支援金を含む）に引き上げることに決定しま
した。
　今後の安定した国保運営のため、ご理解をお願いしま
す。
問い合わせ　税務住民課住民税班☎（４９６）１１７２

国保財政の仕組み
　国民健康保険（以下「国保」）は、病気やけがをした時に安心して
医療を受けるために、加入者の皆さんがお互いに助け合う制度です。
子ども・子育て支援金の創設
　令和８年度より創設された子ども・子育て支援金制度は、児童手当
をはじめとする子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、子どもや子

広告

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
の

縦
覧

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
は
、

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
に

よ
り
、
自
己
の
資
産
と
町
内
の
他

の
資
産
の
評
価
を
比
較
で
き
ま
す
。

期　

限　
４
月
30
日
㈭

手
数
料　
無
料

必
要
書
類　
本
人
確
認
書
類
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
な
ど
）
、
委
任
状
（
本
人
、
同

一
世
帯
以
外
の
方
や
法
人
の
場

合
）

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

　
固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者
ま

た
は
借
地
・
借
家
人
な
ど
の
資
産

の
使
用
者
は
、
関
係
す
る
部
分
に

つ
い
て
、
固
定
資
産
課
税
台
帳

（
名
寄
帳
）
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

期　

間　
４
月
１
日
㈬
～
随
時

手
数
料　
３
０
０
円
／
一
名
義

※
縦
覧
期
間
中
（
４
月
１
日
㈬
～

30
日
㈭
）
に
納
税
義
務
者
が
閲
覧

す
る
場
合
は
無
料
で
す
。

必
要
書
類　
本
人
確
認
書
類
（
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
運
転
免
許

証
な
ど
）
、
委
任
状
（
本
人
、
同

一
世
帯
以
外
の
方
や
法
人
の
場

合
）
、
賃
貸
借
契
約
書
（
借
地
人

や
借
家
人
が
閲
覧
す
る
場
合
）

縦
覧
・
閲
覧
場
所　
税
務
住
民
課

税
の
窓
口

※
土
・
日
・
祝
日
（
日
曜
開
庁
を

除
く
）
は
縦
覧
・
閲
覧
は
で
き
ま

せ
ん
。

令
和
８
年
度
納
税
通
知
書
の
送
付

　
４
月
10
日
㈮
に
納
税
通
知
書
を

送
付
し
ま
す
。
４
月
中
旬
ご
ろ
ま

で
に
納
税
通
知
書
が
届
か
な
い
場

合
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
税
務
住
民
課
資
産

税
班
☎
（
４
９
６
）
１
１
７
３

税務
住民

固
定
資
産
の
縦
覧
・
閲
覧

＜表２＞保険税率・課税限度額の改正

＜表１＞子ども・子育て支援金の税率

項　目 改正前 改正後

医
療
分

所得割 7.48％ 6.09％
均等割 28,100円 28,600円
平等割 29,700円 44,400円
課税限度額 650,000円 670,000円

後
期
高
齢
者

支
援
金
分

所得割 2.69％ 3.66％
均等割 16,300円 9,900円
課税限度額 240,000円 260,000円

介
護
分

所得割 2.14％ 2.19％
均等割 16,200円 19,400円
課税限度額 170,000円 170,000円

合
　
計

所得割 12.31％ 11.94％
均等割 60,600円 57,900円
平等割 29,700円 44,400円
課税限度額 1,060,000円 1,100,000円

項目 税率
子
ど
も
・
子

育
て
支
援
金

所得割 0.27％
均等割 2,000 円
課税限度額 30,000 円

※18歳未満は均等割が10割軽減されます。
（18歳未満とは 18歳に達する日以後の最初
の３月 31日以前の被保険者をいいます。）



【
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
】

【
離
婚
を
考
え
て
い
る
方
へ
～
離

婚
を
す
る
と
き
に
考
え
て
お
く
べ

き
こ
と
～
】

【
民
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
父
母
の
離
婚
後
の
子
の
養
育

に
関
す
る
見
直
し
）
に
つ
い
て
】

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
福
祉

班
☎
（
４
９
６
）
１
１
７
７

6

町からのお知らせ
　
４
月
１
日
よ
り
、
左
記
の
と
お

り
事
業
を
変
更
・
廃
止
し
ま
す
。

【
変
更
】
障
害
者
福
祉
事
業

【
変
更
】
高
齢
者
福
祉
事
業

	
	

【
廃
止
】
80
歳
青
年
の
集
い
、
結

婚
50
周
年
夫
婦
記
念
品
支
給
事
業

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
福
祉

班
☎
（
４
９
６
）
１
１
７
７

）

　
在
宅
で
生
活
さ
れ
、
聴
力
低
下

に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支

障
が
あ
る
高
齢
者
に
対
し
、
補
聴

器
の
購
入
に
要
し
た
費
用
を
助
成

し
ま
す
。

支
給
額　
上
限
額
１
万
円

※
補
聴
器
以
外
の
機
器
は
対
象
外
。

医
療
機
器
認
定
を
受
け
て
い
る
補

聴
器
の
み
対
象
。

※
補
聴
器
を
購
入
す
る
前
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。
必
要
書
類
は
健
康

福
祉
課
で
取
得
で
き
ま
す
。

対　

象　
次
の
①
～
③
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
方

①
町
に
住
民
登
録
（
住
民
票
）
が

あ
り
、
在
宅
で
あ
る
65
歳
以
上
の

方②
医
師
に
よ
り
、
補
聴
器
の
使
用

が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ

て
い
る
方
（
証
明
書
代
自
己
負
担

③
聴
覚
障
害
の
身
体
障
害
者
手
帳

の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
（
申

請
中
の
方
は
対
象
外
）

※
本
事
業
は
一
人
に
つ
き
１
回
ま

で
の
助
成
で
す
。
令
和
７
年
度
に

助
成
を
受
け
た
方
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
福
祉

班
☎
（
４
９
６
）
１
１
７
７

　
４
月
１
日
よ
り
改
正
民
法
が
施

行
さ
れ
、
子
ど
も
の
利
益
を
確
保

す
る
た
め
、
父
母
の
親
権
・
婚
姻

関
係
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
子

ど
も
を
養
育
す
る
親
の
責
務
が
明

確
に
さ
れ
、
親
権
や
養
育
費
、
親

子
交
流
な
ど
に
関
す
る
ル
ー
ル
が

見
直
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
改
正
点

は
次
の
と
お
り
で
す
。

親
権
に
つ
い
て

　
離
婚
後
は
、
父
母
双
方
を
親
権

者
と
定
め
る
「
共
同
親
権
」
ま
た

は
父
母
一
方
を
親
権
者
と
定
め
る

「
単
独
親
権
」
の
い
ず
れ
か
を
選

択
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

養
育
費
の
支
払
い
確
保
に
つ
い
て

　
離
婚
を
し
た
と
き
に
養
育
費
の

取
り
決
め
を
し
て
い
な
く
て
も
一

定
額
の
法
定
養
育
費
を
請
求
で
き

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
養
育
費
債
権
の
一
定
額

に
先
取
特
権
と
呼
ば
れ
る
優
先
権

が
付
与
さ
れ
、
調
停
や
審
判
を
経

な
く
て
も
父
母
間
で
取
り
決
め
た

額
（
取
り
決
め
が
な
け
れ
ば
法
定

養
育
費
の
額
）
の
差
し
押
さ
え
手

続
き
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

※
詳
し
く
は
法
務
省
ウ
ェ
ブ
サ
イ

ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

健康
福祉

健康
福祉

健
康
福
祉
課
福
祉
班

の
事
業
変
更

補
聴
器
購
入
費
用

助
成
事
業

開館時間　９時～１７時
休館日　月曜日（年末年始・臨時休館あり）
住　所　酒々井町酒々井１２００－９
問い合わせ　☎（３７５）８４０５

指
定
難
病
見
舞
金

支
給
月
額

１
，
０
０
０
円

（
年
２
回
支
給
）

は
り
・
き
ゅ
う
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
券

１
人
当
た
り
年
間
12
枚

（
月
１
枚
）

88
歳
記
念

式
典
は
中
止
し
、
町
と
町
社
会

福
祉
協
議
会
よ
り
記
念
品
を
ご

自
宅
へ
郵
送

健康
福祉

離
婚
と
子
ど
も
を
め
ぐ
る
ル
ー
ル
が
新
し
く
な
り
ま
す

https://www.moj.
go.jp/content/00
1449160.pdf

https://www.moj.
go.jp/MINJI/minji
07_00011.html

https://www.moj.
go.jp/MINJI/minji
07_00357.html

げんき館げんき館

お気軽にお立ち寄りください



7

広報 ニューしすい　S H I S U I  2026. ４. 1

　
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
最
初
の

３
月
31
日
（
一
定
の
障
が
い
が
あ

る
場
合
は
20
歳
の
誕
生
日
の
前
日

ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
父

ま
た
は
母
も
し
く
は
父
母
に
代

わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方

お
よ
び
そ
の
児
童
（
子
ど
も
医
療

費
助
成
対
象
者
を
除
く
）
が
保
険

医
療
給
付
を
受
け
た
場
合
、
医
療

費
の
自
己
負
担
額
の
一
部
ま
た
は

全
額
を
助
成
し
ま
す
。

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

　
県
が
発
行
し
て
い
る
有
効
期
限

内
の
指
定
難
病
受
給
者
証
お
よ
び

小
児
慢
性
特
定
疾
病
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
に
支
給
さ
れ
る
見
舞

金
で
す
。

見
舞
金
額　
月
額
１
，
０
０
０
円

支
給
月　
10
月
、
４
月
に
６
カ
月

分
（
新
規
申
請
の
方
は
申
請
月
か

ら
）
ま
と
め
て
支
給

）

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
、
親
と
一
緒

に
生
活
し
て
い
な
い
児
童
を
養
育

す
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立

を
助
け
、
子
ど
も
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
た
め
の
手
当
で
す
。

手
当
額 

〈
表
１
〉
の
と
お
り

支
給
月　
原
則
５
月
・
７
月
・
９

月
・
11
月
・
１
月
・
３
月

対　

象　
次
の
①
～
⑦
の
い
ず
れ

か
に
該
当
し
、
18
歳
に
達
す
る
日

以
後
最
初
の
３
月
31
日
（
一
定
の

障
が
い
が
あ
る
場
合
は
20
歳
の
誕

生
日
が
属
す
る
月
）
ま
で
の
児
童

を
養
育
し
て
い
る
父
ま
た
は
母
も

し
く
は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を

養
育
し
て
い
る
方

①
父
母
が
離
婚
（
ま
た
は
事
実
婚

解
消
）
し
た
児
童

②
婚
姻
（
事
実
婚
を
含
む
）
に
よ

ら
な
い
で
生
ま
れ
た
児
童

③
父
ま
た
は
母
が
死
亡
、
も
し
く

は
海
難
・
航
空
事
故
な
ど
で
生
死

不
明
の
児
童

④
父
ま
た
は
母
に
重
度
の
障
が
い

が
あ
る
児
童

⑤
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の

Ｄ
Ｖ
保
護
命
令
を
受
け
た
児
童

⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引

き
続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い

る
児
童

⑦
父
ま
た
は
母
が
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
し
て
い
る
児
童

　
在
宅
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
一

定
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の

児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
母
ま
た

は
父
母
に
代
わ
っ
て
児
童
を
養
育

し
て
い
る
方
に
〈
表
２
〉
の
と
お

り
支
給
さ
れ
ま
す
。

＜表１＞手当額
人数 区分 令和８年度（月額）

１人
全部支給 48,050 円
一部支給 所得に応じて 48,040 円～ 11,340 円

２人
以上

全部支給 11,350 円を加算
一部支給 所得に応じて 11,340 円～ 5,680 円を加算

※令和８年４月からの手当額は、3.2％引き上げとなります。
（2025 年全国消費者物価指数の対前年比による）
※この手当には、所得制限があります。

児
童
扶
養
手
当

健康
福祉

特
別
児
童
扶
養
手
当

健康
福祉

　
在
宅
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
著

し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
20
歳
以
上
の
方
に
〈

表
２
〉
の
と
お
り
支
給
さ
れ
ま
す
。

※
３
カ
月
以
上
の
入
院
や
施
設
に

入
所
し
て
い
る
場
合
は
対
象
外
で

す
。

＜表２＞手当額と支給月
令和８年度（月額） 支給月

特別児童扶養手当
1級58,450円 原則４月・８月・11月

※支給時に４カ月分支給2級38,930円
特別障害者手当 30,450円 原則２月・５月・８月・11月

※支給時に３カ月分支給障害児福祉手当 16,560円
※令和８年４月からの手当額は、3.2％引き上げとなります。
（2025 年全国消費者物価指数の対前年比による）
※これらの手当には所得制限があります。

特
別
障
害
者
手
当

健康
福祉

　
在
宅
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
著

し
い
重
度
の
障
が
い
が
あ
る
た
め
、

日
常
生
活
で
常
時
特
別
の
介
護
を

必
要
と
す
る
20
歳
未
満
の
児
童
に

〈
表
２
〉
の
と
お
り
支
給
さ
れ
ま

す
。

※
施
設
に
入
所
し
て
い
る
場
合
は

対
象
外
で
す
。
な
お
、
入
院
は
対

象
で
す
。

　
在
宅
で
常
時
介
護
を
必
要
と
し
、

６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
の
20
歳
以

上
65
歳
未
満
の
身
体
障
害
者
手
帳

を
お
持
ち
の
方
や
、
20
歳
以
上
で

療
育
手
帳
Ａ
の
２
以
上
の
判
定
を

受
け
た
方
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で

す
。

※
特
別
障
害
者
手
当
受
給
者
お
よ

び
障
害
児
福
祉
手
当
受
給
者
は
対

象
外
で
す
。

手
当
額　
月
額
８
，
６
５
０
円

支
給
月　
３
月
、
６
月
、
９
月
、

12
月
に
３
カ
月
分
ま
と
め
て
支
給

※
所
得
制
限
が
あ
り
ま
す
。

ひ
と
り
親
家
庭
等

医
療
費
等
助
成

健康
福祉

ね
た
き
り
身
体
障
害

者
お
よ
び
重
度
知
的

障
害
者
福
祉
手
当

健康
福祉

指
定
難
病
見
舞
金

障
害
児
福
祉
手
当

健康
福祉

健康
福祉

本
ペ
ー
ジ
に
関
す
る
申
請
・

問
い
合
わ
せ　

健
康
福
祉
課

福
祉
班
☎
（
４
９
６
）
１
１

７
７
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国
民
健
康
保
険
（
以
下
「
国

保
」
）
は
、
職
場
の
健
康
保
険
な

ど
と
違
い
、
加
入
す
る
と
き
も
離

脱
す
る
と
き
も
届
け
出
が
必
要
で

す
。
異
動
が
あ
っ
た
ら
14
日
以
内

に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
く
は
〈
表
３
〉
の
と
お
り
で
す
。

加
入
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

　
国
保
加
入
の
届
け
出
を
し
た
日

か
ら
で
は
な
く
、
加
入
資
格
を
取

得
し
た
月
の
分
か
ら
保
険
税
を
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
届
け
出

が
遅
れ
た
場
合
は
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
保
険
税
を
納
め
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

離
脱
の
届
け
出
が
遅
れ
る
と

　
国
保
の
資
格
が
無
く
な
っ
た
あ

と
に
国
保
の
資
格
確
認
書
な
ど
を

使
っ
て
診
療
を
受
け
て
し
ま
う
と
、

国
保
が
負
担
し
た
医
療
費
を
町
へ

返
納
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
職
場
で
国
保
を
抜
け
る

手
続
き
は
し
て
く
れ
ま
せ
ん
。
国

保
資
格
喪
失
の
手
続
き
が
必
要
で

す
。
詳
し
く
は
、
健
康
福
祉
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
国
保

年
金
班
☎
（
４
９
６
）
１
１
６
９

＜表２＞町助成上限額

★印は脳ドック実施医療機関（脳ドック単独不可）

※特定健診との重複受診はできません。

人
間
ド
ッ
ク

費
用
の
助
成

健康
福祉

　
病
気
の
早
期
発
見
と
早
期
治
療

を
目
的
に
、
人
間
ド
ッ
ク
費
用
の

一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

契
約
医
療
機
関　
〈
表
１
〉
の
と

お
り

対　

象　
35
歳
以
上
で
国
民
健
康

保
険
に
６
カ
月
以
上
継
続
し
て
加

入
さ
れ
て
い
る
方
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

方
で
、
保
険
税
（
料
）
の
未
納
が

な
い
方

助
成
額　
検
診
費
用
の
７
割

※
〈
表
２
〉
の
と
お
り
上
限
額
が

あ
り
ま
す
。

利
用
方
法　
次
の
①
～
③
の
手
順

で
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

①
契
約
医
療
機
関
〈
表
１
〉
に
直

接
連
絡
し
て
日
時
を
予
約
す
る
。

②
資
格
確
認
書
、
本
人
確
認
書
類

を
持
参
の
う
え
、
健
康
福
祉
課
へ

申
請
し
、
利
用
承
認
書
の
交
付
を

受
け
る
。

※
令
和
７
年
度
に
助
成
を
受
け
た

方
に
は
、
利
用
承
認
書
を
送
付
し

ま
す
の
で
申
請
は
不
要
で
す
。

③
当
日
、
利
用
承
認
書
を
持
参
の

う
え
受
診
し
、
自
己
負
担
額
分
を

医
療
機
関
に
支
払
う
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉

課
国
保
年
金
班
☎
（
４
９
６
）
１

１
６
９

医療機関名 電話番号
千葉しすい病院★ ☎（４８１）８１４０
酒々井虎の門クリニック★ ☎（３１０）７８４５
成田赤十字病院★ ☎０４７６（２２）２３１１
国際医療福祉大学成田病院★ ☎０４７６（３５）５６０２
聖隷佐倉市民病院★ ☎（４８６）０００６
佐倉厚生園病院★ ☎（４８４）２１６４
成田富里徳洲会病院★ ☎０４７６（８５）５３１３
新八街総合病院 ☎（４４３）７３１1
ラーバン健診センター★ ☎０４７６（８５）７７６６
IMS Me-Life クリニック千葉★ ☎（２０４）５５１1

短期ドック
日帰り、通院2日、１泊2日 30,000円

脳ドック追加 50,000円

＜表１＞契約医療機関

＜表３＞国保の届け出

　
大
学
や
各
種
専
修
学
校
な
ど
に

通
う
学
生
は
、
本
人
の
前
年
の
所

得
が
一
定
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
家

族
の
所
得
に
か
か
わ
ら
ず
、
在
学

中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ

ま
す
。

対　

象　
大
学
（
大
学
院
）
、
短

期
大
学
、
高
等
学
校
、
高
等
専
門

学
校
、
専
修
学
校
な
ど
の
学
生
（

夜
間
・
定
時
制
課
程
や
通
信
課
程

含
む
）

申
請
方
法　
年
金
手
帳
ま
た
は
基

礎
年
金
番
号
通
知
書
、
令
和
８
年

度
有
効
な
学
生
証
ま
た
は
在
学
証

明
書
を
持
参
の
う
え
、
健
康
福
祉

課
で
手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
令
和
７
年
度
に
学
生
納
付
特
例

の
承
認
を
受
け
て
い
て
、
一
定
の

要
件
を
満
た
し
て
い
る
方
に
は
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
申
請
書
が
送

付
さ
れ
ま
す
。

※
申
請
は
、
毎
年
度
必
要
で
す
。

申
請
・
問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉

課
国
保
年
金
班
☎
（
４
９
６
）
１

１
６
９

国
民
年
金
の
保
険
料

納
付
が
困
難
な
学
生

の
方
は
学
生
納
付
特

例
制
度
の
申
請
を

健康
福祉

健康
福祉

国
民
健
康
保
険
の
異
動
の
届
け
出
は
14
日
以
内

こんなとき 届け出に必要なもの

国
保
に
加
入

転入してきたとき 転入前の市区町村の転出証明書
職場の健康保険を抜
けたとき

職場の健康保険を抜けた証明書、
資格の喪失日付が分かる書類

子どもが生まれたとき 母子健康手帳

国
保
を
離
脱

転出するとき 資格確認書など
職場の健康保険に加
入したとき

国保と職場の両方の資格確認書
など

死亡したとき 資格確認書など、喪主の口座番
号（葬祭費支給先）、会葬礼状

そ
の
他

住所、世帯主、氏名
などが変わったとき 資格確認書など

修学のため、別に住
所を定めるとき 学生証、資格確認書など

資格確認書などの紛失、
盗難、破損したとき 汚損の場合は資格確認書など

共通の持ち物①公的機関発行の顔写真付き本人確認書類
（運転免許証・マイナンバーカードなど）②世帯主および
対象者のマイナンバー（個人番号）のわかるもの
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家
族
介
護
慰
労
金

支
給
事
業

健康
福祉

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
介
護

保
険
班
☎
（
４
９
６
）
１
１
６
８

　
印
旛
衛
生
施
設
管
理
組
合
で
は
、

人
件
費
お
よ
び
物
件
費
の
高
騰
に

よ
り
、
し
尿
な
ど
の
処
理
経
費
が

増
大
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
４
月

１
日
投
入
分
よ
り
投
入
使
用
料
を

改
定
し
ま
し
た
。

改
定
前　
10
㎏
当
た
り
８
．
３
８

円
（
３
月
31
日
ま
で
）

改
定
後　
10
㎏
当
た
り
１
６
．
５

円
（
４
月
１
日
よ
り
）

　
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
印
旛
衛
生
施
設
管

理
組
合
事
務
局
庶
務
班
☎
（
４
９

８
）
１
５
３
８

　
浄
化
槽
、
く
み
取
り
便
所
の
適

正
な
清
掃
を
行
い
ま
し
ょ
う
。

　
浄
化
槽
は
、
法
に
よ
る
検
査
が

年
一
回
義
務
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
検
査
に
併
せ
て
清
掃
も

一
括
契
約
制
度
に
よ
り
年
一
回
以

上
の
実
施
が
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
浄
化
槽
管
理
者
は
、
適
正
な
管

理
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
経
済
環
境
課
環
境

対
策
室
☎
（
３
８
２
）
２
３
３
７

　
在
宅
で
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
て
い
な
い
（
福
祉
用
具
貸

与
、
特
定
福
祉
用
具
購
入
お
よ
び

住
宅
改
修
を
除
く
）
方
を
介
護
し

て
い
る
家
族
に
対
し
慰
労
金
を
支

給
し
ま
す
。

対　

象　
次
の
①
～
③
す
べ
て
に

該
当
す
る
方

①
町
内
に
住
民
登
録
（
住
民
票
）

が
あ
る
方
②
要
介
護
３
以
上
の
方

と
同
居
し
て
い
る
方
（
要
介
護
２

で
認
知
症
高
齢
者
の
日
常
生
活
自

立
支
援
度
が
Ⅱ
以
上
の
方
も
含

む
）
③
過
去
一
年
間
、
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
（
年
間
10
日
以
内
の
短

期
入
所
は
利
用
可
）
を
利
用
し
な

か
っ
た
方
お
よ
び
医
療
機
関
に
通

算
90
日
を
超
え
る
入
院
を
し
て
い

な
い
方
を
主
に
介
護
し
て
い
る
方

支
給
額　
年
間
10
万
円

問
い
合
わ
せ　
健
康
福
祉
課
介
護

保
険
班
☎
（
４
９
６
）
１
１
６
８

　
介
護
職
員
初
任
者
研
修
な
ど
を

終
了
し
、
町
内
の
サ
ー
ビ
ス
事
業

所
に
３
カ
月
以
上
就
業
し
て
い
る

人
を
対
象
に
、
介
護
職
員
初
任
者

研
修
お
よ
び
介
護
福
祉
士
実
務
者

研
修
の
受
講
費
用
を
助
成
し
ま
す
。

介
護
職
員
初
任
者
研
修
等

の
受
講
費
用
を
助
成

健康
福祉

　
入
学
・
入
園
を
迎
え
る
こ
の
時

期
は
、
お
子
さ
ん
の
関
係
す
る
交

通
事
故
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。
次
代
を
担
う
お
子
さ
ん
や

高
齢
者
な
ど
交
通
弱
者
に
対
す
る

保
護
・
誘
導
活
動
を
推
進
す
る
な

ど
、
社
会
全
体
で
一
人
ひ
と
り
が

交
通
ル
ー
ル
の
遵
守
と
、
交
通
マ

ナ
ー
を
実
践
し
、
交
通
事
故
防
止

の
徹
底
を
図
り
ま
し
ょ
う
。

実
施
期
間　
４
月
６
日
㈪
～
15
日

㈬運
動
の
重
点
目
標

・
通
学
路
・
生
活
道
路
に
お
け
る

お
子
さ
ん
を
始
め
と
す
る
歩
行
者

の
安
全
確
保

・
飲
酒
運
転
と
な
が
ら
ス
マ
ホ
の

根
絶
や
歩
行
者
優
先
な
ど
の
安
全

運
転
意
識
の
向
上

・
自
転
車
・
特
定
小
型
原
動
機
付

自
転
車
の
交
通
ル
ー
ル
の
理
解
・

遵
守
の
徹
底
と
ヘ
ル
メ
ッ
ト
の
着

用
促
進

問
い
合
わ
せ　
く
ら
し
安
全
協
働

課
危
機
管
理
室
☎
（
４
９
６
）
１

１
６
４

春
の
全
国
交
通
安
全
運
動

～
車
か
ら　
ぼ
く
た
ち
み
え

な
い　
手
を
あ
げ
よ
う
～

安全
協働

し
尿
な
ど
の
投
入

使
用
料
の
改
定

経済
環境

浄
化
槽
な
ど
の

適
正
な
管
理

経済
環境

広告
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経済
環境

狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
接
種
を
実
施

　
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
接
種
を

〈
表
２
〉
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

ど
の
会
場
で
も
注
射
可
能
で
す
の

で
、
ご
都
合
に
合
わ
せ
て
来
場
く

だ
さ
い
。

　
飼
い
犬
の
登
録
を
済
ま
せ
て
い

る
方
に
は
、
４
月
上
旬
に
お
知
ら

せ
の
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。
は

が
き
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う

え
、
当
日
持
参
く
だ
さ
い
。
初
め

て
の
方
も
飼
い
犬
の
新
規
登
録
と

注
射
を
併
せ
て
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

手
数
料
〈
表
３
〉
の
と
お
り

　
飼
い
犬
の
予
防
注
射
は
、
狂
犬

病
予
防
法
で
接
種
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
年
に
一
度
、
必
ず

注
射
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

※
動
物
病
院
な
ど
で
予
防
注
射
を

受
け
る
場
合
は
、
接
種
を
済
ま
せ

て
、
「
狂
犬
病
予
防
注
射
済
証
」

と
手
数
料
を
持
参
の
う
え
、
経
済

環
境
課
で
注
射
済
票
の
交
付
手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
経
済
環
境
課
環
境

対
策
室
☎
（
３
８
２
）
２
３
３
７

＜表３＞手数料

＜表２＞狂犬病予防集合注射接種日程表

区　分 未登録の場合 登録済みの場合

犬の登録手数料 ３，０００円 ―――
注射済票交付手数料 ５５０円 ５５０円
狂犬病予防集合注射手数料 ３，１５０円 ３，１５０円

合　計 ６，７００円 ３，７００円

※ご都合の良い会場にお越しください。
※会場の混雑状況や移動の際の交通状況によって時間が前
後します。

期　日 会　場 時　間

４月10日㈮
大森公園（東酒々井）  ９時～９時45分
役場駐車場  10時～11時45分

４月11日㈯ 役場駐車場  ９時～11時45分

※マイクロチップ登録がある場合はお申し出ください。
※手数料は集合注射会場で受ける場合になります。
※はがきの問診票に１つでも「はい」に該当する場合は、
予防注射が受けられない場合があります。

広告

避
難
所
開
設
・
運
営
訓
練
の
実
施

安全
協働

　
町
で
は
、
近
年
激
甚
化
・
頻
発

化
し
て
い
る
自
然
災
害
な
ど
に
備

え
、
避
難
所
開
設
・
運
営
訓
練
を

実
施
し
ま
す
。
住
民
の
方
の
参
加

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

日
時
・
会
場　
〈
表
１
〉
の
と
お

り訓
練
内
容　
避
難
所
を
運
営
す
る

う
え
で
必
要
な
受
付
、
テ
ン
ト
、

ベ
ッ
ド
な
ど
の
設
営
、
災
害
を
想

定
し
た
図
上
訓
練

申
込
方
法　
次
の
①
～
④
の
い
ず

れ
か
の
方
法
で
提
出
く
だ
さ
い
。

①
直
接
持
参
②
郵
送
（
〒
２
８
５

－

８
５
１
０
酒
々
井
町
中
央
台
４

－

11
く
ら
し
安
全
協
働
課
危
機
管

理
室
宛
）
③
メ
ー
ル
（kikikanri

@
tow
n.shisui.chiba.jp

）
④

フ
ァ
ク
ス
（
０
４
３

－

４
９
６

－

５
４
５
５
）

※
申
込
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、

く
ら
し
安
全
協
働
課
危
機
管
理
室

で
取
得
で
き
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
く
ら

し
安
全
協
働
課
危
機

管
理
室
☎
（
４
９
６
）
１
１
６
４

＜表１＞日時・会場
日　時 会　場 避難の対象となる地域

５月９日㈯
９時～11時 酒々井小学校

中川、酒々井、上本佐倉、
本佐倉、上本佐倉一丁目、
成城台

５月10日㈰
９時～11時 酒々井中学校

伊篠新田、今倉新田、尾上、
飯積、東酒々井四・五・
六丁目

５月16日㈯
９時～11時 大室台小学校 東酒々井一・二・三丁目、

ふじき野一・二・三丁目

５月17日㈰
９時～11時

東京学館高等
学校

上岩橋、柏木、下岩橋、伊
篠、篠山新田

５月30日㈯
９時～11時 中央公民館 下台、中央台４丁目

６月６日㈯
９時～11時

酒々井コミュ
ニティプラザ 馬橋、ネオポリス、墨

６月13日㈯
９時～11時

プリミエール
酒々井

中央台１・２丁目、中央台
県営住宅、中央台ハイツ
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自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
一
部
補
助

安全
協働

　
自
転
車
乗
車
用
ヘ
ル
メ
ッ
ト
（

以
下
「
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」
）
の
着
用

促
進
の
た
め
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入

費
の
一
部
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

補
助
額　
ヘ
ル
メ
ッ
ト
購
入
費
の

２
分
の
１
（
上
限
２
千
円
、
１
人

１
個
１
回
限
り
）

※
送
料
、
ポ
イ
ン
ト
お
よ
び
ク
ー

ポ
ン
な
ど
に
よ
る
支
払
い
額
を
除

き
ま
す
。

補
助
対
象
ヘ
ル
メ
ッ
ト　
安
全
基

準
（
Ｓ
Ｇ
マ
ー
ク
、
Ｊ
Ｃ
Ｆ
マ
ー

ク
、
Ｃ
Ｅ
マ
ー
ク
【
規
格
：
Ｅ
Ｎ

１
０
７
８
の
み
】
、
Ｇ
Ｓ
マ
ー
ク
、

Ｃ
Ｐ
Ｓ
Ｃ
マ
ー
ク
【
規
格
：
Ｃ
Ｐ

Ｓ
Ｃ
１
２
０
３
の
み
】
）
を
満
た

し
た
新
品
の
ヘ
ル
メ
ッ
ト

※
中
古
品
、
フ
リ
マ
サ
イ
ト
や
個

人
間
売
買
な
ど
で
購
入
し
た
ヘ
ル

メ
ッ
ト
は
対
象
外
で
す
。

対　

象　
４
月
１
日
以
降
に
購
入

し
た
方

申
請
方
法　
申
請
書
お
よ
び
必
要

書
類
を
直
接
提
出

申
請
期
間　
５
月
１
日
㈮
～
令
和

９
年
３
月
25
日
㈭

※
申
請
書
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
取
得
で
き
ま
す
。

※
販
売
店
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

通
販
サ
イ
ト
な
ど
か
ら
発
行
さ
れ

た
領
収
書
や
レ
シ
ー
ト
、
保
証
書

な
ど
は
、
申
請
の
際
必
要
に
な
り

ま
す
の
で
大
切
に
保
管
し
て
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
く
ら
し
安
全
協
働

課
危
機
管
理
室
☎
（
４
９
６
）

１
１
６
４

SGマーク CEマーク

JCFマーク

GSマーク CPSCマーク

４
月
の
移
動
交
番

開
設
日

安全
協働

　
移
動
交
番
は
、
各
種
届
け
出
の

受
理
や
開
設
し
た
地
域
周
辺
の
警

戒
、
巡
回
パ
ト
ロ
ー
ル
な
ど
を
行

い
、
地
域
の
実
情
に
沿
っ
た
情
報

発
信
や
犯
罪
抑
止
活
動
を
行
っ
て

い
ま
す
。

開
設
予
定
日
時
と
場
所

酒
々
井
町
駅
前
交
流
セ
ン
タ
ー

４
月
16
日
㈭
10
時
～
11
時
30
分

酒
々
井
プ
レ
ミ
ア
ム
・
ア
ウ
ト
レ

ッ
ト

４
月
13
日
㈪
14
時
～
15
時
30
分

４
月
27
日
㈪
14
時
～
15
時
30
分

ス
ー
パ
ー
タ
イ
ヨ
ー
酒
々
井
店

４
月
８
日
㈬
10
時
～
11
時
30
分

※
諸
事
情
に
よ
り
開
設
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

問
い
合
わ
せ　
佐
倉
警
察
署
地
域

課
移
動
交
番
係
☎
（
４
８
４
）
０

１
１
０

広告

https://www.town.
shisui.chiba.jp/docs/
2026022000017/
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受
付
期
間　
４
月
13
日
㈪
～
11
月

30
日
㈪

対　

象　
次
の
①
～
③
す
べ
て
に

該
当
す
る
方

①
町
に
住
民
登
録
（
住
民
票
）
の

あ
る
方
、
町
内
ま
た
は
町
外
か
ら

対
象
住
宅
に
転
居
す
る
予
定
の
方

②
町
民
税
な
ど
を
滞
納
し
て
い
な

い
方

※
必
ず
工
事
を
行
う
前（
契
約
前・

着
工
前
）
に
ま
ち
づ
く
り
課
ま
で

相
談
の
う
え
、
申
請
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
ま
ち
づ
く
り
課
計

画
整
備
班
☎
（
３
８
２
）
２
３
４

２Ⅳ 

家
具
転
倒
防
止
器
具
等
の
購
入

　
地
震
に
よ
る
家
具
の
転
倒
や
ガ

ラ
ス
の
飛
散
な
ど
を
防
ぐ
た
め
、

家
具
転
倒
防
止
器
具
な
ど
の
購
入

ま
た
は
取
り
付
け
費
用
の
助
成
を

　
令
和
６
年
１
月
１
日
に
能
登
半

島
で
最
大
震
度
７
の
地
震
が
発
生

し
ま
し
た
。
大
地
震
は
、
い
つ
発

生
す
る
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
日
頃

か
ら
の
備
え
が
大
切
で
す
。

　
町
で
は
、
地
震
に
よ
る
建
築
物

の
倒
壊
か
ら
町
民
の
大
切
な
生
命

や
財
産
を
守
る
た
め
、
次
の
Ⅰ
～

Ⅳ
の
補
助
を
行
っ
て
い
ま
す
。

Ⅰ 

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
の
旧

耐
震
基
準
で
建
築
、
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
〈
表
１
〉
の
と
お

り
補
助
し
ま
す
。

Ⅱ 

木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
工
事
等

　
昭
和
56
年
５
月
31
日
以
前
の
旧

耐
震
基
準
で
建
築
、
着
工
さ
れ
た

木
造
住
宅
で
、
耐
震
診
断
に
よ
り

耐
震
性
が
低
い
と
さ
れ
た
場
合
に

耐
震
改
修
工
事
費
な
ど
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
〈
表
１
〉
の
と
お

り
補
助
し
ま
す
。

　

耐
震
改
修
工
事
費
な
ど
と
は
、

耐
震
設
計
費
、
改
修
工
事
費
、
工

事
監
理
費
を
い
い
ま
す
。
ど
れ
か

１
つ
で
も
欠
け
る
と
補
助
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
耐
震
改
修
工
事
に
直
接
関
係
し

な
い
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
つ
い
て

は
、
補
助
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

た
だ
し
、
町
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補

助
の
要
件
を
満
た
す
工
事
は
、
住

宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助
を
併
せ
て
受

け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
事
前
に
相
談
く
だ
さ

い
。

Ⅲ 

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去

　
道
路
に
面
す
る
危
険
ブ
ロ
ッ
ク

塀
な
ど
の
撤
去
を
行
う
場
合
に
費

用
の
一
部
を
〈
表
２
〉
の
と
お
り

補
助
し
ま
す
。

対　

象　
次
の
①
～
③
に
該
当
す

る
場
合

①
一
般
の
道
路
に
面
し
て
い
る
ブ

ロ
ッ
ク
塀
な
ど
（
宅
地
と
宅
地
の

間
に
あ
る
も
の
は
対
象
外
）

②
建
築
基
準
法
の
規
定
に
適
合
し

て
い
な
い
も
の

③
老
朽
化
な
ど
に
よ
り
、
町
が
危

険
と
判
断
す
る
も
の

行
い
ま
す
。

対　

象　
町
に
住
民
登
録
（
住
民

票
）
が
あ
る
世
帯
の
世
帯
主
（
一

世
帯
に
つ
き
１
回
限
り
）

助
成
金
額　
上
限
１
万
円
（
千
円

未
満
切
り
捨
て
）

受
付
期
間　
４
月
13
日
㈪
～
令
和

９
年
２
月
26
日
㈮

家
具
転
倒
防
止
器
具
の
例

・
タ
ン
ス
、
食
器
棚
、
本
棚
、
テ

レ
ビ
、
冷
蔵
庫
な
ど
を
固
定
し
、

転
倒
を
防
止
す
る
器
具

・
つ
り
下
げ
型
照
明
器
具
を
固
定

し
、
落
下
を
防
止
す
る
器
具

・
ガ
ラ
ス
の
飛
散
を
防
止
す
る
た

め
に
有
効
な
フ
ィ
ル
ム

問
い
合
わ
せ　
く
ら
し
安
全
協
働

課
危
機
管
理
室
☎
（
４
９
６
）
１

１
６
４

＜表２＞補助額

補助額（千円未満切り捨て）

① ブロック塀撤去に係る費用

②
撤去するブロック塀の長さ１メートルあたり１万円を
乗じた額

③ 上限 10万円

※上記の①～③のうち最も低い額を補助

〈
Ⅰ
〜
Ⅲ 

共
通
事
項
〉

〈図１〉

〈図２〉

住
宅
に
関
す
る
各
種
補
助

安全
協働

まち
づくり

＜表１＞各事業の補助額

補助事業 補助率 補助上限額
（千円未満切り捨て）

Ⅰ 耐震診断 ３分の２ ７万円

Ⅱ 耐震改修工事 ５分の２ 60万円
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Ⅴ 
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事

　
住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
を
行

う
場
合
に
費
用
の
一
部
を
補
助
し

ま
す
。

対　

象　
次
の
①
～
④
の
す
べ
て

に
該
当
す
る
工
事

①
20
万
円
以
上
の
工
事

②
町
内
に
本
社
・
本
店
の
あ
る
法

人
や
住
所
の
あ
る
個
人
事
業
主
が

行
う
工
事

③
町
で
実
施
し
て
い
る
他
の
制
度

で
住
宅
改
修
な
ど
の
補
助
や
給
付

を
受
け
て
い
な
い
工
事

④
過
去
に
住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
補
助

を
受
け
て
い
な
い
住
宅

補
助
額　
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に
要

す
る
費
用
の
10
分
の
１
、
上
限

10
万
円
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

※
雨
水
抑
制
施
設
を
設
置
す
る
場

合
は
２
万
円
を
追
加
し
ま
す
。

〈図３〉雨水抑制施設

Ⅵ 

が
け
地
近
接
の
危
険
な

　
　
　
　
　

 

住
宅
の
移
転

　
危
険
な
が
け
地
（
土
砂
災
害
特

別
警
戒
区
域
）
の
住
宅
移
転
を
推

進
す
る
た
め
、
住
宅
の
解
体
、
除

却
な
ど
に
要
す
る
経
費
や
新
築
住

宅
（
購
入
を
含
む
）
に
要
す
る
経

費
の
一
部
を
〈
表
３
〉
の
と
お
り

助
成
し
ま
す
。

　
令
和
９
年
度
中
に
移
転
を
検
討

し
て
い
る
方
は
、
６
月
30
日
㈫
ま

で
に
ま
ち
づ
く
り
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

＜表３＞補助限度額

事業内容 補助の対象 補助限度額

危険住宅
除却等事業 除却や引越しなどに必要な経費      ９７万５千円

建物建設
（購入）事業

新たな住宅の建設、購入また
は改修（土地購入を含む）の
ために金融機関から融資を受
けた場合、借入利子に相当す
る経費（年利上限８．５％）

建物：３２５万円
土地：    ９６万円

は
、
建
築
基
準
法
第
42
条
第
２
項

の
規
定
を
準
用
し
ま
す
。

相
談
・
問
い
合
わ
せ　
ま
ち
づ
く

り
課
計
画
整
備
班
☎
（
３
８
２
）

２
３
４
２

Ⅰ 

危
険
空
家
等
除
却

　
適
切
な
管
理
が
行
わ
れ
て
い
な

い
空
き
家
な
ど
が
防
災
、
衛
生
、

景
観
な
ど
の
地
域
住
民
の
生
活
環

境
を
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る

こ
と
か
ら
、
空
き
家
な
ど
の
う
ち

危
険
空
家
等
（
特
定
空
き
家
お
よ

び
不
良
住
宅
）
の
除
却
に
要
す
る

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

補
助
金
額　
除
却
工
事
に
要
す
る

費
用
の
５
分
の
４
、
上
限
50
万
円

（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

〈図４〉

Ⅱ 

子
育
て
世
帯
空
き
家

活
用
リ
フ
ォ
ー
ム

　
町
内
の
空
き
家
の
活
用
と
流
通

の
促
進
お
よ
び
子
育
て
世
帯
の
町

外
か
ら
の
転
入
お
よ
び
町
へ
の
定

住
を
促
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

子
育
て
世
帯
（
18
歳
以
下
の
子
を

養
育
し
て
い
る
世
帯
）
で
、
町
外

か
ら
の
転
入
者
お
よ
び
町
内
の
賃

貸
住
宅
か
ら
の
転
居
者
を
対
象
と

す
る
空
き
家
の
改
修
工
事
に
要
す

る
費
用
の
一
部
に
つ
い
て
、
補
助

し
ま
す
。

補
助
金
額　
リ
フ
ォ
ー
ム
工
事
に

要
す
る
費
用
の
２
分
の
１
、
上
限

50
万
円
（
千
円
未
満
切
り
捨
て
）

※
雨
水
抑
制
施
設
を
設
置
す
る
場

合
は
２
万
円
を
追
加
し
ま
す

　
令
和
８
年
度
か
ら
実
施
す
る
事

業
の
た
め
、
詳
細
は
ま
ち
づ
く
り

課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
必
ず
工
事
を
行
う
前
（
契
約

前
・
着
工
前
）
に
ま
ち
づ
く
り
課

ま
で
相
談
の
う
え
、
申
請
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

※
補
助
金
交
付
決
定
前
に
工
事
を

行
っ
た
場
合
は
、
補
助
金
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

相
談
・
問
い
合
わ
せ　
ま
ち
づ
く

り
課
計
画
整
備
班
☎
（
３
８
２
）

２
３
４
２

〈
Ⅰ
〜
Ⅱ 

共
通
事
項
〉

空
き
家
対
策
の
各
種
補
助

Ⅶ 

狭
あ
い
道
路
整
備
事
業

　
身
近
に
あ
る
道
路
は
、
住
み
や

す
い
住
環
境
を
確
保
し
、
災
害
時

の
安
全
性
を
高
め
る
上
で
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
が
、
町

内
に
は
４
ｍ
未
満
の
道
路
（
以
下

「
狭
あ
い
道
路
」
）
が
多
く
あ
り

ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
狭
あ
い
道
路
で
は
、

安
全
な
通
行
な
ど
の
生
活
環
境
に

問
題
の
あ
る
も
の
、
災
害
時
の
避

難
の
妨
げ
に
な
る
も
の
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
問
題
を
抱
え
て
い
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
土
地
所
有
者
か
ら
道

路
用
地
を
寄
付
し
て
い
た
だ
く
こ

と
で
、
舗
装
や
土
地
の
登
記
な
ど

を
行
う
「
狭
あ
い
道
路
整
備
事
業

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
安
全
で
良
好
な
生
活
環
境
の
実

現
の
た
め
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

後
退
用
地
と
は　
狭
あ
い
道
路
の

境
界
線
と
道
路
後
退
線
の
間
に
あ

る
土
地
の
こ
と
で
す
。

道
路
後
退
線
と
は　
「
幅
員
４
ｍ

未
満
の
建
築
基
準
法
第
42
条
第
２

項
に
指
定
さ
れ
て
い
る
道
路
」
の

中
心
線
か
ら
２
ｍ
後
退
し
た
線
で
、

道
路
の
境
界
線
と
み
な
さ
れ
る
線

で
す
。

　
な
お
、
前
記
以
外
の
幅
員
４
ｍ

未
満
の
道
路
（
私
道
を
除
く
）
で

」
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　平成26年4月の消費税の税率が5％から8％に改正された引き上げによる増収分および令和元年10月からの2％の
引き上げによる増収分は、社会保障施策に要する経費に充てられています。令和8年度歳入の地方消費税交付金（社
会保障財源化分）2億9,556万5千円、歳出の社会保障施策に要する経費は、25億9,934万1千円です。
　なお、令和８年度一般会計における使途の状況は＜表＞のとおりです。

令和８年度  一般会計予算の７つの基本目標別主要事業

令和8年度地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途について

障害者総合支援事業
後期高齢者医療事業
児童手当支給事業
介護保険特別会計への繰出経費
保育委託事業
岩橋保育園運営事業
国民健康保険特別会計への繰出経費
社会福祉一般事務費
中央保育園運営事業
放課後児童クラブ事業
予防接種事業
子ども医療助成事業
障害者福祉事業
子ども・子育て支援事業

5億9,101万円
4億　154万円
3億3,641万円
1億7,289万円
１億6,481万円

8,405万円
7,398万円
6,452万円
6,297万円
5,911万円
5,057万円
2,816万円
2,666万円
2,466万円

健康・福祉・子育て
１ 誰もが健やかに暮らせる、支え合いのまちづくり

5億4,338万円
1,502万円
1,214万円

995万円
963万円

３ 豊かな日常を守る、安全安心なまちづくり

佐倉市八街市酒々井町消防組合負担金
防災一般事務費
防犯街灯事業
消防施設事業
消防団事業

生活安全

2億6,402万円
2,224万円
1,919万円

544万円
211万円

じん芥処理事業
環境衛生対策事業
し尿処理事業
地球温暖化対策推進事業
清掃一般事務費

環境共生
４ 自然と共存し、環境に負荷をかけないまちづくり

1億6,752万円
8,173万円
3,737万円
2,844万円
2,224万円
2,112万円

給食事業
教育総務一般事務費
プリミエール管理事業
児童生徒国際交流振興事業
中学校施設整備管理事業
プリミエール運営事業

教育・文化
２ 人権と学びが尊重され、豊かな心と歴史・文化が香るまちづくり

19億1,115万円
19億7,155万8千円

5億304万8千円

（2.7％減）
（15.8％増）
（18.2％増）

特別会計
国 民 健 康 保 険
介 護 保 険
後期高齢者医療

下水道事業会計
4億8,696万9千円
5億1,415万3千円
1億8,568万2千円

3億1,343万円

（2.0％増）
（2.8％減）
（154％増）
（44％増）

下水道事業収益
下水道事業費用
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

5億3,501万3千円
5億531万9千円

3億4,870万1千円
4億3,167万円

（4.2％増）
（2.5％減）
（54.3％増）
（60.5％増）

水道事業会計
水 道 事 業 収 益
水 道 事 業 費 用
資 本 的 収 入
資 本 的 支 出

5億1,410万円
8,582万円
3,784万円
1,841万円
1,709万円
1,504万円
1,356万円

社会資本整備総合交付金事業（道改）
道路維持事業
社会資本整備総合交付金事業（道維）
街区公園管理事業
都市計画一般事務費
総合公園管理事業
先導的官民連携支援事業

都市基盤
５ 便利で快適な、歩いて暮らせるまちづくり

2,270万円
1,448万円
1,131万円

930万円

コミュニティプラザ運営事業
農業振興管理事業
商工業振興事業
企業誘致事業

産業・経済
６ 活力と魅力にあふれ、にぎわいのあるまちづくり

7,449万円
6,628万円
5,640万円
3,706万円
2,540万円
2,361万円

賦課徴収事業
情報化推進事業
戸籍住民基本台帳一般事務費
企画一般事務費
総務一般事務費
庁舎管理事業

地域社会・行財政
7 多様な主体との連携により、地域の力で紡ぎだすまちづくり

＜表＞社会保障施策に要する経費 （単位：千円）

事業区分 経費

財源内訳
特定財源

国庫支出金 県支出金 地方債 その他 一般財源 うち地方消費税交付金
（社会保障財源化分）

社会福祉

障害者福祉事業 725,642 297,778 163,074 0 532 264,258 54,046 
高齢者福祉事業 27,165 0 337 0 8,348 18,480 3,779 
児童福祉事業 845,879 379,865 102,705 0 13,474 349,835 71,548 
母子福祉事業 5,958 0 2,650 0 0 3,308 677 

小計 1,604,644 677,643 268,766 0 22,354 635,881 130,050 

社会保険

国民健康保険事業 126,169 20,223 61,537 0 0 44,409 9,083 
介護保険事業 290,353 7,981 3,990 0 0 278,382 56,934 
後期高齢者医療事業 401,545 0 50,487 0 10,992 340,066 69,550 

小計 818,067 28,204 116,014 0 10,992 662,857 135,567 

保健衛生

予防事業 65,293 1,950 135 0 0 63,208 12,927 
健康増進事業 24,660 507 1,473 0 1,772 20,908 4,276 
母子保健事業 86,677 11,535 12,619 0 205 62,318 12,745 

小計 176,630 13,992 14,227 0 1,977 146,434 29,948 
合計 2,599,341 719,839 399,007 0 35,323 1,445,172 295,565 

※（　）内は、前年度比



　歳入の約４割を占める町税は、生産年齢人口
の減少はあるものの、給与収入の増額に伴う個

人町民税の増額、また法人町民税や固定資産税も増額を見込み、
前年度比３．０％増加しています。
　地方交付税は、臨時財政対策債が令和７年度と同様に新規発
行額はなく、普通交付税は減額するものと推計し、前年度比
２１．７％減少しています。
　国庫支出金は、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金、社
会資本整備総合交付金や、障害児入所給付金等負担金の増額によ
り、前年度比４．７％増加しています。
　交付金等は、地方消費税交付金、配当割交付金や公人事業税交
付金等が増額するものと推計し、前年度比９．１％増加していま
す。
　町債は、保健センター大規模改修事業の終了、墨古沢遺跡保存
整備事業の見直しや、臨時財政対策債の新規発行額がないことか
ら、前年度比５９．５％減少しています。

　民生費は、療育給付費負担金、障害児給付費、
介護給付費・訓練等給付費などの増額により前年

度比４．２％増加しています。
　教育費は公立学校情報機器整備事業費補助金事業（端末購
入）、墨古沢遺跡活用分用地購入費などの終了により、前年度比
１３．５％減少しています。
　総務費は、税収システム標準化以降支援業務、戸籍・住基シス
テム改修業務、令和７年国勢調査が終了したことから、前年度比
３．１％減少しています。
　土木費は、町道０２－０１２号線道路改良工事、酒々井総合
公園の先導的官民連携支援業務などの増加により、前年度比
２６．６％増加しています。
　衛生費は、保健センター大規模改修工事の終了、定期予防接種
業務などの減少により、前年度比４８．４％減少しています。　
　消防費は、火の見櫓撤去工事などの増加により前年度比３．４
％増加しています。
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令和8年度当初予算
一般会計、前年度比5.8％減の
75億4,756万2千円でスタート

　令和８年度予算が、３月議会で可決されま
した。
　一般会計当初予算は75億4,756万2千円
で、前年度に比べ4億6,150万8千円、5.8％
減額しています。
　国民健康保険など3つの特別会計予算の
合計は43億8,575万6千円となっています。
問い合わせ　企画財政課財政班☎（382）
2335

歳入 3,086,906
41.0%

町税
3,086,906
41.0%

地方交付税
1,236,289
16.4%

国庫支出金
1,105,227
14.6%

繰入金
447,548
5.9%

町債
218,500
2.9%

交付金等
739,245
9.8%

その他
134,488
1.7%

県支出金
477,628
6.3%

諸収入
101,731
1.4%

歳出

教育費
982,443
13.0%

民生費
2,662,242
35.3%

その他
193,392
2.5%

衛生費
617,988
8.2%

商工費
149,167
2.0%

968,590
12.8%

総務費
968,590
12.8%

土木費
879,461
11.7%

消防費
567,741
7.5%

公債費
526,538
7.0%

区　分
８年度 ７年度 前年度比較

予算額 増減額 増減率

町 税 3,086,906 2,996,615 90,291 3.0
地方交付税 1,236,289 1,578,172 △ 341,883 △ 21.7
国庫支出金 1,105,227 1,055,247 49,980 4.7
交 付 金 等 739,245 677,392 61,853 9.1
県 支 出 金 477,628 469,296 8,332 1.8
繰 入 金 447,548 402,143 45,405 11.3
町 債 218,500 539,216 △ 320,716 △ 59.5
諸 収 入 101,731 163,497 △ 61,766 △ 37.8
そ の 他 134,488 127,492 6,996 5.5
合 計 7,547,562 8,009,070 △ 461,508 △ 5.8

歳入予算の前年度比較 （単位：千円、％）

区　分
８年度 ７年度 前年度比較

予算額 増減額 増減率

民 生 費 2,662,242 2,554,176 108,066 4.2
教 育 費 982,443 1,135,134 △ 152,691 △ 13.5
総 務 費 968,590 999,763 △ 31,173 △ 3.1
土 木 費 879,461 694,518 184,943 26.6
衛 生 費 617,988 1,198,190 △ 580,202 △ 48.4
消 防 費 567,741 549,066 18,675 3.4
公 債 費 526,538 562,295 △ 35,757 △ 6.4
商 工 費 149,167 116,730 32,437 27.8
そ の 他 193,392 199,198 △ 5,806 △ 2.9
合 計 7,547,562 8,009,070 △ 461,508 △ 5.8

歳出予算の前年度比較 （単位：千円、％）

歳 入 歳 出
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　経済センサス活動調査は、総務省・経済産業省により、５年ごとに全国すべての事業所・
企業を対象に行われ、日本経済の「いま」を明らかにする大切な調査です。
　６月１日㈪は、令和８年経済センサス活動調査の基準日です。
　存続事業所へは、国より順次インターネット回答用書類が送付されますので、回答にご協力をお願いします。
書類送付　４月16日㈭頃（インターネット回答用書類のみ）
回答期限　４月27日㈪
※新規事業所およびインターネットでの回答を希望しない事業所へは、５月中旬より調査員が訪問し、紙の調
査票を配布します。（紙の調査票の回答期限は６月８日㈪です。）
問い合わせ　経済センサス活動調査コンタクトセンター：調査全般に関すること☎０１２０（１３８）１０２、
インターネット回答に関すること☎０１２０（３１９）５０２
廃業の連絡　企画財政課企画・地方創生推進室☎（３８２）２３３４

【町内事業所の皆さまへ】
令和８年経済センサス活動調査の実施
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●子育て支援活用カレンダー●　４月

日　時　月～土曜日（祝日を除く）９時～16時
※１日㈬は、休館です。
対　象　町内在住の０歳から就学前までのお子さんと保
護者の方、妊娠中の方、保護者の実家が町内にある方
申込方法　電話、窓口
申込開始日　行事の2週間前　
※12時～13時はランチルームで食事を取ることができま
す。（イベントがある日は12時～13時は閉館となります。）
※9時～11時30分、13時30分～15時30分は外遊びがで
きます。（着替えをご持参ください。）
※行事のない日は、申し込みなしでご利用できます。
４月の行事（要申込）

時　間　①９時～12時②13時～15時
予約方法　電話、メール
受付日時　月～金曜日（祝日を除く）９時～15時
４月の行事（要申込）

期　日 内　容

 １ 日㈬ 子育てルームはじめて見学会

23日㈭～30日㈭ 子育てリサイクルデー

30日㈭ プレママの日

子育て支援センター　あいあい しょうえん こども こそだてルーム

〇毎週月曜日（9時～16時）は、子育てコンシェルジュ
に育児や就園などについて電話相談ができます。
〇20日㈪～25日㈯は、身体測定ができます。
〇誕生カードの手形はいつでも取れます。
申込・問い合わせ　子育て支援センターあいあい☎（
２９０）９７９０

※行事は、前日までにお申し込みください。　
申込・問い合わせ　昭苑こども園☎（４９６）３２３８、
しょうえんこどもこそだてルーム☎０９０（３９０５）
７４５１、 ✉ kosodate55@shoen.ed.jp

期　日 内　容
 ６日㈪ ママと赤ちゃんの日
14日㈫ にじいろ1才の日
17日㈮ ふれあい遊び
24日㈮ 誕生会
25日㈯ パパと赤ちゃんの日
27日㈪ 作ってあそぼう

費用の記載がないものは無料です。費用の記載がないものは無料です。
　
４
月
５
日
㈰
に
上
岩
橋
の
獅
子

舞
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
獅
子
舞
は
、
江
戸
時
代
中

頃
か
ら
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
五
穀

豊
穣
を
祈
願
し
て
、
地
区
の
鎮
守

の
駒
形
、
菊
賀
、
大
鷲
の
三
神
社

と
区
長
宅
で
演
舞
が
奉
納
さ
れ
、

町
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
、
こ

の
伝
統
的
な
舞
を
ご
覧
に
足
を
運

ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

期　

日　
４
月
５
日
㈰

巡
回
場
所
・
予
定
時
刻

駒
形
神
社
９
時
、
菊
賀
神
社
11
時
、

大
鷲
神
社
14
時

問
い
合
わ
せ　
生
涯
学
習
課
文
化

財
班
☎
（
４
９
６
）
５
３
３
４

期　

日　
５
月
17
日
㈰

受　

付　
８
時
30
分
～
８
時
45
分

会　

場　
酒
々
井
小
学
校
体
育
館

種　

目　

団
体
戦　
一
般
参
加
者
全
員
に
よ

る
抽
選
で
チ
ー
ム
を
編
成

個
人
戦　
シ
ン
グ
ル
ス
（
一
般
男

子
、
一
般
女
子
、
中
学
生
男
子
、

中
学
生
女
子
、
小
学
生
）、
混
合

ダ
ブ
ル
ス

対　

象　
町
内
在
住
・
在
勤

※
過
去
在
住
含
む

参
加
費　
大
人
３
０
０
円
、
小
・

中
学
生
無
料

※
当
日
集
金
し
ま
す
。

持
ち
物　
昼
食

申
込
方
法　
当
日
会
場
で
申
し
込

み問
い
合
わ
せ　
町
体
育
協
会
卓
球

専
門
部　
佐
々
木
☎
０
９
０
（
９

２
３
０
）
８
８
２
６

上
岩
橋
の
獅
子
舞

春
季
卓
球
大
会

４月の岩橋保育園・中央保育園の
園庭開放の予定はありません。
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酒々井町保健センター
☎（４９６）００９０
FAX（４９６）８４５３

問 い 合 わ せ

※費用の記載がないものは無料です。※費用の記載がないものは無料です。

令
和
８
年
度　
子
宮
頸
が
ん
・
乳
が
ん
検
診（
集
団
）

申
し
込
み
受
け
付
け
中

帯
状
疱
疹
予
防
接
種

検
診
期
日　
〈
表
１
〉
の
と
お
り

※
検
診
日
時
は
指
定
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

都
合
の
悪
い
場
合
は
変
更
で
き
ま
す
の
で
、

受
診
票
が
届
き
次
第
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

受
付
時
間　
９
時
20
分
～
11
時
、
12
時
50
分

～
15
時

対　

象

子
宮
頸
が
ん
検
診

20
歳
以
上
の
奇
数
歳
の
女
性

※
令
和
７
年
度
に
受
診
し
て
い
な
い
方
は
、

偶
数
歳
で
も
受
診
で
き
ま
す
。

乳
が
ん
検
診
（
エ
コ
ー
）

40
歳
代
の
偶
数
歳
・
30
歳
代
の
女
性

乳
が
ん
検
診
（
マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
）

40
歳
代
の
奇
数
歳
・
50
歳
以
上
の
女
性

※
40
歳
代
の
乳
が
ん
検
診
は
、
マ
ン
モ
グ
ラ

フ
ィ
と
エ
コ
ー
の
交
互
検
診
で
す
。

申
し
込
み
の
必
要
な
方

①
検
診
を
初
め
て
受
け
る
方

②
子
宮
頸
が
ん
検
診
：
前
回
の
検
診
が
令
和

６
年
度
以
前
の
方
、
令
和
７
年
度
に
個
別
検

診
を
受
け
た
方
で
集
団
検
診
を
希
望
す
る
方

③
乳
が
ん
検
診
：
前
回
の
検
診
が
令
和
６
年

度
以
前
の
方
、
令
和
７
年
度
に
個
別
検
診
を

受
け
た
方
で
集
団
検
診
を
希
望
す
る
方

　
２
種
類
の
ワ
ク
チ
ン
の
う
ち
、
い
ず
れ
か

希
望
す
る
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

接
種
期
限　
令
和
９
年
３
月
31
日
㈬
ま
で

実
施
医
療
機
関　
〈
表
２
〉
の
と
お
り

接
種
方
法　
実
施
医
療
機
関
〈
表
２
〉
の
い

ず
れ
か
に
予
約
の
う
え
、
町
か
ら
届
い
た
通

知
と
マ
イ
ナ
保
険
証
ま
た
は
資
格
確
認
書
を

持
参
し
医
療
機
関
で
予
診
票
の
交
付
を
受
け
、

接
種
し
て
く
だ
さ
い
。

対　

象　
令
和
８
年
度
に
65
、
70
、
75
、
80
、

85
、
90
、
95
、
１
０
０
歳
に
な
る
方
で
、
こ

れ
ま
で
に
帯
状
疱
疹
の
予
防
接
種
を
受
け
た

こ
と
の
な
い
方

※
対
象
の
方
に
は
通
知
を
送
付
し
ま
す
。

接
種
費
用

・
生
ワ
ク
チ
ン
（
国
産
・
ビ
ケ
ン
）
１
回
４
，

０
０
０
円

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
（
輸
入
・
シ
ン
グ
リ
ッ

ク
ス
）
１
回
１
１
，
０
０
０
円
×
２
回
（
２

カ
月
の
間
隔
を
あ
け
る
）

※
医
療
機
関
で
直
接
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

注
意
事
項

・
生
ワ
ク
チ
ン
と
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
の
両
方

は
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

・
組
換
え
ワ
ク
チ
ン
は
２
回
接
種
で
す
が
、

同
一
の
医
療
機
関
で
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

・
帯
状
疱
疹
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
方
で
も

予
防
接
種
を
受
け
ら
れ
ま
す
。

・
町
外
の
医
療
機
関
で
接
種
を
希
望
さ
れ
る

方
は
、
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー

検
診
の
種
類

期
　
日

子
宮
頸
が
ん
６
月
15
日
㈪
、
24
日
㈬

25
日
㈭

乳
が
ん（
エ
コ
ー
）
６
月
24
日
㈬

乳
が
ん

（
マ
ン
モ

グ
ラ
フ
ィ
）

６
月
15
日
㈪
、17
日
㈬
、

18
日
㈭
、
23
日
㈫
〜
25

日
㈭

＜表１＞検診期日

※
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
使
っ
て
受
診
し
た
方

は
不
要
で
す
。

検
診
費
用　
い
ず
れ
も
１
，
０
０
０
円

※
検
診
当
日
に
お
支
払
い
く
だ
さ
い
。

検
診
費
用
が
無
料
に
な
る
方　
次
の
①
～
③

に
該
当
す
る
方
は
、
検
診
費
用
が
無
料
と
な

り
ま
す
。

①
75
歳
以
上
（
昭
和
26
年
12
月
31
日
以
前
生

ま
れ
）
の
方
：
手
続
き
は
不
要
で
す
。

②
生
活
保
護
世
帯
の
方
：
検
診
当
日
、
生
活

保
護
受
給
証
明
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

③
町
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
：
５
月
29
日
㈮

ま
で
に
保
健
セ
ン
タ
ー
で
免
除
申
請
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

申
込
方
法　
電
話
、
窓
口
、
申
込
フ
ォ
ー
ム

※
必
要
事
項
（
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、
生
年

月
日
、
電
話
番
号
、
申
し
込
み
検
診
名
）

申
込
期
限　
５
月
８
日
㈮

注
意
事
項

①
当
日
の
申
し
込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

②
一
日
に
検
診
の
で
き
る
人
数
に
限
り
が
あ

る
た
め
、
希
望
日
に
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り

ま
す
。

③
６
月
上
旬
ご
ろ
に
受
診
票
を
送
付
し
ま
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー

※
個
別
検
診
は
委
託
医
療
機
関
で
６
月
～
12

月
に
実
施
の
予
定
で
す
。
詳
細
が
決
ま
り
ま

し
た
ら
広
報
紙
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

申込フォーム

医療機関名 電話番号

まえだ医院 ☎（４９６）３６１０

しすい皮膚科 ☎（４９６）４１１２

酒々井虎の門クリニック ☎（３１０）７０２１

しすい整形クリニック ☎（４８１）６６１１

千葉しすい病院 ☎（４８１）８１１１

しすいホームクリニック ☎（３０９）８３８８

＜表２＞実施医療機関
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※費用の記載がないものは無料です。※費用の記載がないものは無料です。

今月の行事

◎印旛市郡小児初期急病診療所（０〜 15歳まで）
佐倉市江原台2-27（佐倉市健康管理センター内）
☎043（485）3355
※受け付けは、診療終了の15分前までです。
　受診の際は、必ず受付時間内でお願いします。

◎こども急病電話相談 毎日夜間 19時～翌朝８時
☎＃8000　ダイヤル電話からは☎043（242）9939
◎救急安心電話相談 平日、土曜日：18時～翌朝８時
日曜日、祝日、GW、年末年始：９時～翌朝８時
☎＃7119　ダイヤル電話からは☎０3（6810）1636

診療日時
診療日 診療時間

月〜土曜日 19時～ 23時
日曜日・祝日

12月29日～１月３日
 ９時～ 17時
19時～ 23時

診療科と診療日時
診療科目 診療日 診療時間

内　科
小児科

毎日（日曜日を含む） 19時～23時
日曜日・祝日・振替休日
 ８月13日～15日
12月29日～１月３日

10時～17時

外　科
日曜日・祝日・振替休日
 ８月13日～15日
12月29日～１月３日

10時～17時

歯　科
祝日（日曜日を除く）・振替休日
 ８月13日～15日
12月29日～１月３日

10時～17時

◎成田市急病診療所
成田市赤坂1-3-1（成田市保健福祉館敷地内）
☎0476（27）1116
※受け付けは、診療終了の15分前までです。

※来診する際は、事前に電話を入れ、保険証をご持参ください。 

期　日 内　容 受付時間・会場

21日㈫
乳
児
相
談

10カ月児
Ｒ７. ５・６月生

10時～11時
保健センター

４カ月児
Ｒ７.11・12月生

13時30分～14時30分
保健センター

23日㈭ １歳６カ月児健康診査
Ｒ６．８・９月生

13時～13時30分
保健センター

随時
健康相談・歯科健康相談
※事前にお電話にてご予
約をお願いします。

保健センターほか

予防接種　委託医療機関で実施中

乳幼児 BCG・麻しん風しん混合・日本脳炎・小児用
肺炎球菌・水痘・B 型肝炎・ロタ・５種混合

 ９歳〜 13 歳未満 日本脳炎

11歳〜 13 歳未満 ジフテリア破傷風混合

小学校６年生～
高校 1 年生女子 ヒトパピローマウイルス感染症

妊　　婦 ＲＳウイルス

成人・高齢者 麻しん風しん混合・肺炎球菌・帯状疱疹

　
手
先
を
動
か
す
脳
ト
レ
や
音
楽
に
合
わ
せ

な
が
ら
、
全
身
を
使
っ
た
ス
ト
レ
ッ
チ
や
体

操
で
楽
し
く
運
動
し
ま
し
ょ
う
。

日　

時　
５
月
１
日
㈮
、
８
日
㈮
、
15
日
㈮

10
時
～
11
時
30
分
（
全
３
回
）

会　

場　
保
健
セ
ン
タ
ー
集
団
指
導
室

講　

師　
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
ス
ポ
ー
ツ
プ

ロ
グ
ラ
マ
ー
三み
つ
は
し橋
好よ

し
こ子
さ
ん

対　

象　
65
歳
以
上
の
方

定　

員　
20
人
（
要
申
込
・
先
着
順
）

申
込
方
法　
電
話
、
窓
口

申
込
期
限　
４
月
21
日
㈫　

※
通
院
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前
に
保
健
セ

ン
タ
ー
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
音
楽
を
聞
き
な
が
ら
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て

体
を
動
か
す
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
を
通
じ
て
健
康

づ
く
り
を
し
て
い
き
ま
せ
ん
か
。
エ
ア
ロ
ビ

ク
ス
を
し
た
こ
と
が
な
い
方
も
、
楽
し
く
身

体
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

日　

時　
５
月
22
日
㈮
、
29
日
㈮
、
６
月
５

日
㈮
13
時
30
分
～
15
時
（
全
３
回
）

会　

場　
保
健
セ
ン
タ
ー
集
団
指
導
室

講　

師　
ス
ポ
ー
ツ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー　

田た
な
か中
久く

み

こ
美
子
さ
ん

対　

象　
65
歳
以
上
の
方

定　

員　
20
人
（
要
申
込
・
先
着
順
）

申
込
方
法　
電
話
、
窓
口

申
込
期
限　
５
月
１
日
㈮

※
通
院
さ
れ
て
い
る
方
は
、
事
前
に
保
健
セ

ン
タ
ー
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ　
保
健
セ
ン
タ
ー

や
さ
し
い
エ
ア
ロ
ビ
ク
ス
Ａ

リ
ズ
ム
体
操
教
室
Ａ

　４月１日より保健センター事務室が役場
分庁舎２階から保健センターに変わります

　改修工事のため、事務室を移動していましたが、工事が
完了したため、保健センターに移動しました。

問い合わせ　保健センター

事務室移動事務室移動
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公
園
等
愛
護
活
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

花
い
っ
ぱ
い
運
動

花
い
っ
ぱ
い
運
動

　
　
協
力
団
体
募
集

　
　
協
力
団
体
募
集

　
住
む
人
、
訪
れ
る
人
に
憩
い
と
安
ら
ぎ

を
与
え
、
美
し
い
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る

た
め
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
の
方
々
に
町

か
ら
提
供
し
た
花
苗
を
沿
道
や
公
園
な
ど

に
植
栽
し
、
管
理
し
て
い
た
だ
く
「
花

い
っ
ぱ
い
運
動
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
令
和
８
年
度
の
花
苗
交
付
は
、
６
月
と

11
月
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
今
回
は
６
月

に
交
付
希
望
さ
れ
る
団
体
を
募
集
し
ま
す
。

　
な
お
、
初
め
て
申
請
を
す
る
団
体
は
事

前
に
相
談
く
だ
さ
い
。

実
施
場
所　
沿
道
、
公
園
な
ど
公
共
性
が

高
い
場
所
（
土
地
所
有
者
（
管
理
者
）
の

許
可
を
得
た
場
所
に
限
る
）

交
付
予
定
の
花
苗　
ニ
チ
ニ
チ
ソ
ウ
・
マ

リ
ー
ゴ
ー
ル
ド
な
ど

対　

象　
自
主
的
か
つ
継
続
的
に
町
内
を

拠
点
に
活
動
を
行
う
３
人
以
上
で
組
織
す

る
団
体

申
請
方
法　
申
請
書
を
直
接
提
出

※
申
請
書
は
く
ら
し
安
全
協
働
課
窓
口
ま

た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取
得
で
き
ま
す
。

申
請
期
限　
５
月
８
日
㈮

　
地
域
の
公
園
や
広
場
は
、
普
段
か
ら
住
民

の
「
憩
い
の
場
」
や
お
子
さ
ん
た
ち
の
「
遊

び
場
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
災
害
時
に
は
「
避
難
場
所
」
に
な

る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
目
を
持
っ
て
い
ま

す
。
そ
の
公
園
や
広
場
を
よ
り
安
全
で
快
適

な
場
所
に
す
る
た
め
、
町
で
は
住
民
の
皆
さ

ん
に
よ
る
環
境
美
化
活
動
の
「
公
園
等
愛
護

活
動
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

公
園
等
愛
護
活
動
と
は

　
「
身
近
な
公
共
施
設
を
自
分
た
ち
の
手
で

き
れ
い
に
し
よ
う
」
と
い
う
愛
護
精
神
の
も

と
、「
公
園
等
愛
護
団
体
」
の
方
々
に
よ
る

除
草
作
業
や
低
木
の
剪
定
、
簡
易
な
遊
具
点

検
や
花
壇
の
整
備
な
ど
、
安
全
で
安
心
な
公

園
の
維
持
を
行
う
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
の
こ

と
で
す
。

公
園
等
愛
護
団
体
と
は

　
地
域
の
方
々
な
ど
５
人
以
上
で
構
成
さ
れ

た
団
体
で
、
町
が
管
理
す
る
公
園
な
ど
を
継

続
的
に
維
持
管
理
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体

の
こ
と
で
す
。
現
在
11
団
体
が
17
カ
所
の
公

園
な
ど
で
活
動
さ
れ
て
い
ま
す
。

町
か
ら
の
支
援　

　
町
で
は
公
園
等

愛
護
団
体
に
、
除

草
回
数
や
公
園
な

ど
の
面
積
で
算
出

し
た
報
奨
金
を
交

付
し
ま
す
。

HP:https://www.town.
shisui.chiba.jp/docs/
2021120200024/

HP:https://www.town.
shisui.chiba.jp/docs/
2014021808413/

問い合わせ　くらし安全協働課
機動班☎（４９６）１１６５
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短 歌

俳 句

文芸コーナー

母
の
愛
に
勝
る
愛
な
し
花
万
朶　
　
　
　
　
榎　
　
利
美

日
溜
り
で
一
針
ご
と
の
繕
い
す　
　
　
　
　
荒　
　
裕
子

猫
と
い
て
陽
の
暖
か
き
窓
辺
か
な　
　
　
　
梅
澤　
波
葉

朝
焼
け
に
翁
ひ
と
り
の
サ
ッ
パ
舟　
　
　
　
村
島　
庄
次

揚
雲
雀
名
の
り
を
あ
げ
て
空
無
限　
　
　
　
鈴
木　
遊
琴

美
濃
紙
の
二
枚
重
ね
や
目
貼
剥
ぐ　
　
　
　
石
井
野
里
子

示
現
流
気
合
一
気
に
冴
返
る　
　
　
　
　
　
樺
山　
資
亮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
投
句
順
）

う
ず
も
る
る
雪
に
住
む
地
を
思
へ
ど
も
羽
毛
の
ご
と
く
舞
ふ
は
美
し　
　
　
　
　
近
藤　
教
子

耕
う
ん
機
の
田
起
こ
し
す
る
を
見
て
お
れ
ば
土
の
香
り
に
春
を
感
ず
る　
　
　
　
竹
下　
康
子

春
待
た
ず
机
並
べ
し
友
は
逝
き
ふ
る
さ
と
の
灯
は
ま
た
ひ
と
つ
消
ゆ　
　
　
　
　
山
内　
千
枝

悩
み
事
抱
え
て
着
い
た
駐
車
場
で
赤あ

か

げ

ら

啄
木
鳥
飛
び
来
て
「
大
丈
夫
だ
よ
」　
　
　
山
田　
和
子

ありがとう
社会福祉法人酒々井町社会福祉協議会へ、次のとおりご寄付を
いただきました。（敬称略・順不同）

（金銭）・酒々井町チャリティーバザー実行委員会……20万５千318円
（金品）・匿名１件…………………………………切手４万２千750円分

株
式
会
社
千
葉
薬
品
と
包
括

連
携
に
関
す
る
協
定
を
締
結

千
葉
県
弁
護
士
会
と
災
害
時
の

法
律
相
談
等
に
関
す
る
協
定
を
締
結

　
町
で
は
ヤ
ッ
ク
ス
ド
ラ
ッ
ク
な
ど
を

運
営
す
る
株
式
会
社
千
葉
薬
品
と
包
括

連
携
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
ま
し
た
。

　
こ
の
協
定
で
は
、
相
互
の
緊
密
な
連

携
を
強
化
し
、
協
働
に
よ
る
活
動
を
推

進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
町
内
の
活
性
化

お
よ
び
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
災
害
な
ど
の
非
常
時
に
は
物

資
の
提
供
に
よ
る
被
災
者
の
支
援
を
行

い
ま
す
。

　
こ
の
協
定
を
通
じ
て
、
平
常
の
生
活

を
よ
り
活
性
化
す
る
と
と
も
に
、
災
害

な
ど
の
非
常
時
も
迅
速
に
連
携
し
、
支

援
を
行
う
態
勢
の
構
築
を
図
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
く
ら
し
安
全
協
働
課
危

機
管
理
室
☎
（
４
９
６
）
１
１
６
４

　
町
で
は
災
害
時
の
備
え
と
し
て
、

千
葉
県
弁
護
士
会
と
災
害
時
の
法
律

相
談
等
に
関
す
る
協
定
を
締
結
し
ま

し
た
。

　
協
定
締
結
の
主
な
目
的
は
、
災
害

時
の
法
律
相
談
な
ど
に
よ
る
被
災
者

の
支
援
お
よ
び
被
災
者
の
早
期
の
社

会
復
帰
で
す
。

　
災
害
発
生
直
後
の
人
命
保
護
に
つ

い
て
の
相
談
や
、
被
害
を
把
握
し
て

か
ら
の
家
屋
被
害
相
談
、
災
害
に
関

す
る
近
隣
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
い
て

の
相
談
な
ど
、
多
岐
に
渡
る
法
律
相

談
に
対
応
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い

ま
す
。

　
ま
た
、
相
談
内
容
に
応
じ
て
、
法

律
相
談
だ
け
で
な
く
各
種
相
談
機
関

へ
の
案
内
な
ど
も
行
う
こ
と
が
可
能

に
な
り
ま
す
。

　
こ
の
協
定
を
通
じ
て
、
被
災
さ
れ
た

方
々
へ
の
迅
速
な
支
援
を
行
う
と
と
も

に
早
期
の
社
会
復
帰
を
支
援
し
、
生
活

の
安
定
を
図
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ　
く
ら
し
安
全
協
働
課
危

機
管
理
室
☎
（
４
９
６
）
１
１
６
４



　朝市・夕市（毎週日曜日 開催）　朝市＝役場駐車場（6時30分〜）　　夕市＝上野作　 　　　　　　　歩道橋東酒々井側（15時〜）   　　　木曜市＝旧東酒々井直売所（10時〜正午）

　千葉県福祉人材センターでは、社会
福祉施設などへ就職を希望する方を対
象に「福祉のしごと就職相談会（前期）」
を開催します。
日時　4月 25 日㈯ 11 時～ 15 時
会場　船橋市民文化創造館（きららホ
ール）
※事前申込、履歴書およびスーツ不要
問い合わせ　千葉県社会福祉協議会　
千葉県福祉人材センター☎（3 0 6）1
 2 7 7

22

費用の記載がないものは無料です。

HPはこちら
https://www.chibakenshakyo.net/shisuibigarro

ws.89dream.jp

　「あいさつ・思いやり・感謝の心」
など精神教育を中心に野球をしていま
す。練習風景や試合結果、活動予定な
ど Instagram に投稿しています。
活動日時　毎週土・日曜日および祝日
8 時 30 分～ 17 時（夏季）、9 時～ 16
時（冬季）
活動場所　中央台公共用地
対象　町内外の幼稚園～小学生の男女
会費　年会費（保険代含む）小学３年
生以上 １２  , ０００   円、小学 1 , 2 年生 ５ ,
０００   円、幼稚園児 ２ , ０００   円
※入会金無し
※試合用ユニフォームは
貸与します。
問い合わせ　松本☎ 0 9 0

（ 9 8 1 1）6 2 0 2

少年野球
酒々井ビッグアローズ部員

　高齢者が住み慣れた地域で安心して
暮らすことができるように、医療や介
護の相談、福祉サービスの紹介や関係
機関との連携などさまざまなサポート
を行っています。
　看護師、社会福祉士、主任ケアマネ
ジャーの資格を持った専門の職員が高
齢者に関する相談に幅広く対応いたし
ます。
問い合わせ　町地域包括支援センター
☎（4 8 1）6 3 9 3

４月の各種相談４月の各種相談
相談名 日時 ・ 会場 予約・問い合わせ　など

心配ごと相談  ２日㈭、16日㈭、30日㈭13時～16時  町社会福祉協議会 町社会福祉協議会☎（４９６）６６３５
※相談日の3日前までに電話予約が必要です。
（先着順１日６件まで）法律相談  ９日㈭、23日㈭13時～16時　町社会福祉協議会

人権相談  14日㈫13時30分～15時　役場西庁舎２階第１会議室 健康福祉課人権推進室☎（４９６）１１７６
身体障がい者
相談 月～金曜日（祝日を除く）９時～17時 健康福祉課福祉班☎（４９６）１１７７

相談員・里見弘美さん、濱端剛さん
知的障がい者
相談 月～金曜日（祝日を除く）９時～17時 健康福祉課福祉班☎（４９６）１１７７

相談員・福田美千代さん

障がい者差別
相談 月～金曜日（祝日を除く）９時～17時

印旛保健所（印旛健康福祉センター）☎（４８６）５９９１ 
（４８６）２７７７

健康福祉課福祉班☎（４９６）１１７７

生活困窮相談  ７日㈫９時30分～16時
役場西庁舎１階（町社会福祉協議会）

健康福祉課福祉班☎（４９６）１１７７
事前予約：さかえ・しすいワーク・ライフサポートセンター
☎（３０８）６３３２

子ども相談（町）17日㈮13時30分～15時　役場中央庁舎１階会議室 健康福祉課人権推進室☎（４９６）１１７６
※相談日の前日までに電話予約が必要です。

子ども相談（県）月～金曜日（祝日を除く）９時～16時印旛保健所（印旛健康福祉センター）家庭児童相談室
印旛保健所（印旛健康福祉センター）地域福祉課
☎（４８３）１１２０　※電話による相談もできます。

就学・教育・
いじめ相談 月～金曜日（祝日を除く）９時～17時 学校教育課学校教育班☎（３８２）２３４５

※電話による相談もできます。

家庭教育相談 木・金曜日（祝日を除く）９時～17時 生涯学習課社会教育班☎（４９６）５３３４
※相談を希望される場合は、事前にご連絡ください。

消費生活相談 ７日㈫、14日㈫、21日㈫、28日㈫10時～12時30分、13
時～15時　役場中央庁舎１階会議室 経済環境課商工振興班☎（３８２）２３３９

就労・進路相談 ８日㈬13時～17時　役場中央庁舎１階会議室
ちば北総地域若者サポートステーション
☎０４７６（２４）７８８０
※相談を希望される場合は、事前に予約してください。

子育て電話相談

子育て支援センターあいあい
月曜日（祝日を除く)９時～16時 子育て支援センター　あいあい☎（２９０）９７９０

岩橋保育園　月～金曜日（祝日を除く）９時～17時
中央保育園　※岩橋保育園は月曜日に栄養相談あり

岩橋保育園☎（４８１）７０２１
中央保育園☎（４９６）１２７４

地域包括支援センターは
高齢者の身近な相談窓口です

令和８年度第１回
福祉のしごと就職相談会（前期）相　談



　朝市・夕市（毎週日曜日 開催）　朝市＝役場駐車場（6時30分〜）　　夕市＝上野作　 　　　　　　　歩道橋東酒々井側（15時〜）   　　　木曜市＝旧東酒々井直売所（10時〜正午）

日時　4 月 3日㈮ 10 時～ 11 時 30 分
会場　中央公民館講堂
※予約不要、途中入退場自由
問い合わせ　町社会福祉協議会☎（4
 9 6）6 6 3 5

23

費用の記載がないものは無料です。

　地域安全コミュニティしすい防犯パ
トロール「ブルドックス」の仲間にな
りませんか。
活動内容　防犯パトロール、防犯キャ
ンペーン、防犯情報の発信、スクール
ガード、会員の親睦
申込・問い合わせ　稲葉
☎（4 9 6）2 4 2 0

　佐倉交通安全協会は、佐倉警察署内
に事務局を置いており、警察、行政自
治体などと連携して 2 市 1 町（佐倉・
八街・酒々井）で各種の交通安全活動
を実施しています。地域から悲惨な交
通事故をなくすため、地域の交通安全
活動に参加しませんか。
活動内容　①四季の交通安全運動にお
ける街頭監視・誘導活動②街頭におけ
る交通事故防止広報啓発活動③小中学
校などにおける交通安全教室の実施や
地域行事の交通整理
問い合わせ　佐倉交通安全協会事務局
☎（4 8 5）0 7 0 8 

活動日時　毎週土・日曜日9時～12 時
活動場所　大室台小学校グラウンド
対象　小学生の男女
会費　入会金１ , ０００  円、保険代（年間）
８００   円、月会費 1～ 3年生 １ , ０００   円、
4～ 6年生 １ , ５００   円
申込方法　電話、活動場所
体験入部
日時　随時（雨天中止）
※怪我などは自己責任となります。
会場　大室台小学校グラウンド
※飲み物を持参のうえ、動きやすい服
装、運動靴、帽子を着用してください。
問い合わせ　伊藤☎ 0 8 0（ 4 6 8 0）6
7 2 2、蔭山☎ 0 8 0（ 5 3 7 6）1 8 1 9

　小学生を主体に基本稽古を行ってい
ます。団体として大会などに年 6回参
加しています。現在、13 人の生徒が
活動しています。随時体験・見学も承っ
ていますので、お問い合わせください。
　また、Instagram を開設しており、
様々な活動内容をご覧いただくことが
できます。
活動日時　毎週土・日曜日 9 時～ 10
時 30 分（ 8 時 45 分～準備運動開始）
活動場所　大室台小学校体育館 
問い合わせ　伊藤☎ 0 9 0
（ 6 0 0 6）6 4 0 6、 shi
sui.kendou@gmail.com、
Instagram　shisui_kendo

　「明るく・楽しく・真剣に」をモットー
に、多くの子どもたちが、元気に活動
しています。初心者大歓迎です。随時、
体験の受け付けをしています。
活動日　毎週土・日曜日および祝日
活動場所　酒々井小学校グラウンド
対象　保育園、幼稚園～小学生の男女
会費　月額 １ , ０００   円
※試合用ユニフォームは貸与します。
問い合わせ　藤高☎ 0 9 0

（ 2 6 5 5）9 3 8 1 、Insta
gram　shisuijaguars

　陸上競技を通して、健康・体力づく
りや子ども達と地域の人々との交流を
目的としたアスリートクラブです。
活動日　週 1回、土曜日または日曜日
活動場所　主に酒々井中学校グラウン
ド、酒々井総合公園
対象　町および近隣市町在住の小学 4
年生以上、市民ランナーの方
※小学 3年生以下要相談
会費　年会費 ３ , ０００   円
問い合わせ　眞々田☎（4
9 6）9 1 6 0、HP：https://
www.c-sqr.net/c/cs93110/

日時　5 月 14 日㈭～ 12 月 10 日㈭ 14
時～ 16 時（全 27 回、予備日含む）
会場　富里市福祉センター
対象　八街市・富里市・酒々井町のい
ずれかに在住・在勤していて、手話奉
仕員養成講座「前期」を修了し、将来
手話通訳者を目指す方
定員　20 人（要申込、先着順）
教材費　①テキスト3冊 ５ , ３９０  円（税
込）②手話動画視聴システム 1年視聴
コース １ , ７６０   円（税込）③日本聴力
障害新聞年間購読料 ４ , ３００   円（別途
振込手数料）
※②および③の使用は任意
申込期限　4月 20 日㈪
申込・問い合わせ　社会福祉法人千葉
県聴覚障害者協会千葉聴覚障害者セン
ターコミュニケーション課養成係☎（
3 0 8）6 3 7 3、 （ 3 0 8）6 4 0 0、    juko
sei@chibadeaf.or.jp

　春のひととき、皆さんで歌とダンス
を楽しみましょう。観覧無料です。
日時　4月 12 日㈰ 13 時～ 16 時
会場　中央公民館講堂
内容　ウクレレ演奏・コーラス・手話
ダンス・フラダンス
問い合わせ　マーリエ・プア・ティア
レ事務局　下田☎（4 9 6）0 8 8 8

地域安全のために力を貸してください！
ブルドックス会員

悲惨な交通事故のない街へ
佐倉交通安全協会交通指導員

ふれあいサロン「かざぐるま」

酒々井アスリートクラブ入会者
少年野球

酒々井ジャガーズ部員

少年サッカー
酒々井ＦＣ部員

募　集

Get together〜酒々井
サークル交流発表会

令和８年度３市町広域
手話奉仕員養成講座（後期）

酒々井町剣道教室部員

催し・講座

　認知症の方やその家族、認知症に関
心がある方など、町民の方が自由に参
加できる集いの場です。
日時　4月 15 日㈬ 13 時 30 分～ 15 時
会場　中央公民館研修室
内容　～地域参加と笑い～呆けない、
寝込まない、笑って長生き
講師　薬剤師・日本笑い学会講師　川
上千里さん
対象　町内在住の方
定員　40 人（要申込・先着順）
申込・問い合わせ　町地域包括支援セ
ンター☎（4 8 1）6 3 9 3

しすいオレンジカフェ



　３月 12 日、酒々井中学校体育館で卒業式が行われ
ました。145 人の卒業生たちは、思い出の詰まった
学び舎に涙と笑顔で別れを告げました。
　卒業生の皆さん、この度はおめでとうございます。
皆さんの輝かしい未来を願っています。

図書館

【税務住民課】住民票・戸籍・印鑑証明などの交付、印鑑登録、マイナンバーカー
ドの交付・更新、戸籍届書の受付（転入・転出などの住民異動に係るものは除く）、
納税・所得・固定資産等各種証明書の交付、納税相談、収納（町税・国民健康保険税）
※転入・転出のお手続きおよび住民票・戸籍の広域交付はできません。

4月のプリミエール酒々井

休日窓口開庁日

酒々井中学校卒業式

休館日
文化ホール 　　　 　 6、13、20、27、30日　
図書館　　　　  6、13、16、20、27、30日　
　
問い合わせ
プリミエール酒々井　☎（４９６）８６８１
図書館　　　　　　　☎（４９６）８６８２

おはなし会　　　　12日㈰、26日㈰１５時
赤ちゃん向けおはなし会    ９ 日㈭１0時30分

4月26日㈰８時30分～12時
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ホームページ

令和８年度の固定資産税納税通知書は４月10日㈮に送付予定です。

今月の納期
納付期限　４月30日㈭まで 納付には

便利な
口座振替を固 定 資 産 税 第１期


